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木
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は
じ
め
に

一
章
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風
山

一
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漢
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の
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二
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は

じ

め

に

鳳
風
山
漢
墓
群

の
発
掘
調
査
以
来
、
特

に

一
〇
号
裏
文
書
を
中
心
に
様
々
な
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
。
墓
制
や
副
葬
品
な
ど
、
同
時

期
に
発
掘
さ
れ
た
馬
王
堆
漢
墓
と
の
共
通
性
と
差
異
と
い
っ
た
点
で
も
興
味
深
い
材
料
で
あ

っ
た
。
さ
ら
に
雲
夢
秦
簡
、
銀
釜
山
漢
裏

文
書
と
い
っ
た
墓
中
か
ら
発
見
さ
れ
た
文
書

の
先
駆
け
と
も
い
え
る
。
し
か
し
墓
中
か
ら
出
た
帳
簿
文
書
と
い
う
性
質
は
、
現
段
階

に

お
い
て
も
特
殊

で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
く
、
副
葬
さ
れ
た
目
的
も
文
書

の
内
容
に
つ
い
て
も

一
致
し
た
見
解
を
み
て
い
な
い
。

一
〇
号
墓
文
書

の
内
容
は
租
税
関
連
と
商
業
関
連
に
分
け
て
考
え
ら
れ
の
が

一
般
的

で
あ
る
が
、
そ
の
分
け
方
に
は
諸
説
が
あ
り
、



解
釈

に
よ

っ
て
税
体
系
や
商
業
体
系
の
考
え
方
も
違

い
が
生
じ
て
い
る
。
本
稿
で
は
文
書
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
た
後

に
解
釈
を
し
直

し
、
主
に
商
業
の
面
か
ら
前
漢
時
代
の
社
会

に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
そ
の
際

に
時
代
が
文
景
期
で
あ
る
こ
と
、
江
陵
と
い
う
中
原
と

は
異
な
る
地
域
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
加
味
し
て

一
つ
の
地
域
社
会
の
構
造
を
明
ら
か
に
で
き
れ
ば
と
思

っ
て
い
る
。

一
章

鳳
風
山

一
〇
号
漢
墓
の
概
要
と
研
究
史

鳳

風
山

一
〇
号
墓

は
湖
北
省
江
陵
県

の
紀
南

城
内

の
南
側
、
鳳
風
山

一
体

に
点
在

す
る
古
墓

の

一
つ
で
あ
る
。

そ
の
西
側

に
後

に
ふ

れ
る
が
鳳
風
山

八

・
九

号
墓

が
あ

り
松
柏
水

渠

に
面

し
て

い
る
。

ま
ず
規
模

は
、
裏

口
三

・
一
五

×

一
・
五
〇

メ
ー
ト

ル
、
基
底

三

・
○

○

×

一
・
四
八

メ
ー

ト
ル
、
植
樹

は

一
廓
二

相

で
、

墓
道

は

な
く
、
鳳
風
山

漢
墓

の
中

で
は
中
規
模

ク
ラ

ス
で
あ

る
。
副
葬
品

の
主

な
も

の
は
、
竹
簡

一
七
〇
枚

・
木

牌
六
枚

・
漆
器

(耳
杯

、
案

な

ど
)

二
八
点

・
陶
器

(
仕
、
壼
な

ど
)

一
四
点

・
立
体
木
偏

三
点

・
木
片
備

三
点

・
木

印

二
点

・
木
尺

・
木

船

・
石
硯

な
ど
で
あ
る
。

簡
績

と
木

印

・
木
尺

・
木
船

・
石
硯
は
辺
箱
内

の
竹
筒

の
中

か
ら
発
見
さ
れ
た
。
副
葬
品

の
傾
向

も
実
用
的

な
も

の
で
、
明
器
も
現
実

的
な

も

の
が
多

い
。

簡
績

の
大
き
さ

と
形
式

で
あ
る
が
、
木
績

は
縦

二
三
～

二
三

・
五

セ
ン
チ
、
横

四

・
六
～

五

・
八
セ

ン
チ
、
厚
さ
○

・
三
～
○

.
四

セ

ン
チ
で
、
竹
簡
は
平
均

二
三

×
○

・
七

×
○

・
一
五

セ
ン
チ
、

や
や
太
き
ぬ

の
も
の
で
三
七

・
三

×
二

・
九

×
○

・
二
五
セ

ン
チ

で

あ
る
。

文
字

は
隷
書
体

で
あ
る
が
、

は

っ
き
り
と
読

め
な

い
と

こ
ろ
も
多

い
。

埋
葬

年
代

は
、

六
号
牌

の
記
載

に

「
四
年
後
九

月
」
と
あ
り
、
周
囲

の
漢
墓

の
副
葬
品
編
年

と

の

一
致

か
ら
景
帝

四
年
説

が
有

力

で

　
　

　

あ
る
。
被
葬
者
は
六
号
績

「平
里
五
夫
」
の
記
載

か
ら
五
大
夫

の
爵
位
を
も
ち
、
木
印
の

「張
伯
」
「張
催
」
が
彼
の
名
前
で
あ
る
と
み

ら
れ
て
い
る
。
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一
〇
号
墓
発
掘
後
、
長
江
流
域
第

二
期
文
物
考
古
工
作
人
員
訓
練
班
は

「簡
報
」
を
発
表
し
、
遺
跡
の
概
要
と
副
葬
品
の
報
告
、
木

　
え

　

憤
竹
簡

の
解
釈
、
被
葬
者

の
身
分
や
没
年
の
比
定
を
し
て
、
そ
の
後
の
研
究
の
指
針
と
な

っ
た
。
ま
た
黄
氏
は
木
憤
を
六
つ
に
わ
け
竹

ヘ
ハ

　

簡
を
甲
組
か
ら
已
組
ま
で
に
分
類
し
、
そ
の
中
で
商
業

に
関
連
す
る
も
の
と
、
地
主
と
佃
戸

に
関
連
す
る
も
の
に
分
け
て
い
る
。
弘
氏

ペ
ユ

ザ

は
分
類
は

「
筒
親
」
を
も
と
に
し
、
内
容
を
大
き
く
税
金
関
連
の
公
文
書
と
商
業
関
連

の
文
書
と
に
わ
け
て
い
る
。
裏
氏
は
、
木
精
を

て
こ

ー
ー

W
類

に
、
竹
簡

を
A
-

F
類

に
わ
け
、

F
類

を
除

く
す

べ
て
の
文
書

を
税
金

か
揺
役

に
関

す
る
公
文
書

と
し
た
。へ

も

ら

こ
れ
に
対
し
台
湾
で
は
陳
詐
龍
氏
が
二
号
腰

に
つ
い
て
商
業

に
関
連
す
る
と
い
う
黄

・
弘
氏
の
説
を
支
持
し
て
い
る
。
日
本

で
は
、

好
並
隆
司
氏
が
四
種

の
釈
文
を
ま
と
め
て
検
討
し
た
う
え
で
、
被
葬
者
と
名
薄

の
人
物

の
関
係
を
共
同
体
的
秩
序
の
中
に
位
置
づ
け
て

　
べ

　
ら

　

論
じ
て
い
る
。
永
田
英
正
氏
は
算
賦

に
つ
い
て
詳
し
く
検
討
し
、
従
来

の
人
頭
税
の
研
究
を
正
し
て
い
る
。
大
場
修
氏
は

一
〇
号
墓
文

バ
カ

　

書
の
明
器
性

に
つ
い
て
触
れ
、
公
文
書

か
私
文
書
か
の
検
討
の
必
要
性
を
説

い
て
い
る
。
杉
本
憲
司
氏
は
六
号
蹟

に
被
葬
者
の
誇
大
広

　
ロ

き

ハ
ロ

ぽ

告
が
見
ら
れ
る
と
し
て
、
出
土
文
書

の
明
器
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
山
田
勝
芳
氏
は
算
銭
に
つ
い
て
の
新
し
い
見
解
を
述

べ
、
更
に
被

葬
者
の
身
分

に
つ
い
て
永
田
氏
と
は
違
う
見
解
を
発
表
し
て
、
被
葬
者
は
そ
の
経
済
力
か
ら
郷
里
の
実
力
者
と
し
て
公
務
を
執
行
し
て

ハ
ロ

ト

い

た

と

述

べ

て

い

る

。

'p
ペ
ピ

リ

そ
の
後
、
中
国
で
も
新
し
い
研
究
が
な
さ
れ
、
彰
浩
氏
が

一
〇
号
墓
遣
策
の
釈
読
と
品
名
に
関
し
新
し
い
考
え
を
提
示
し
た
。
陳
振

裕
氏
は
鳳
風
山
漢
墓
全
体
の
簡
憤
と
副
葬
品
か
ら
当
時

の
江
陵
地
区
の
農
業
を
考
察
し
、
当
時
の
農
具
や
生
産
品
リ
ス
ト
を
作
成
し
て

⌒
11

】

(
15

〕

い
る
。
会
計
史

の
面
か
ら
は
李
孝
林
氏
が
帳
薄
の
形
態

に
つ
い
て
の
考
察
を
し
た
。
銭
伯
泉
氏
は
二
号
憤

の
内
容
か
ら
被
葬
者
の
行
な

　
　

り

っ
た
商
業
と
手
工
業
の
関
係
を
論
じ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
日
中
双
方

の
研
究
者
ら
が
意
見
を
だ
し
あ

っ
て
い
る
が
、
全
体
と
し
て
は
、
木
憤
と
竹
簡

の
内
容
を
商
業

に
関
す
る

私
文
書

と
、
税

・
後
段
及
び
穀
物

の
賃
貸

に
関
す
る
公
文
書
と
に
分
け
て
考
る
こ
と
が
多

い
よ
う
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
釈
文
を
再
検
討
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し
た
後
に
、
鳳
風
山
漢
墓
全
体
か
ら

一
〇
号
墓
を
と
ら
え
、
被
葬
者

の
役
割

に
つ
い
て
特

に
商
業

の
面
か
ら
論
じ
て
み
た
い
。

二
章

一
〇
号
墓

の
木
績
竹
簡

に

つ
い
て

一

木
憤
竹
簡

の
性
格

一
〇
号
裏
文
書
を
め
ぐ

っ
て
は
様
々
な
見
解
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
大
場
氏
は
こ
の
文
書
を
扱
う
に
あ
た

っ
て
、
ま
ず
文
書
の
性
格

に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
べ
き
だ
と
主
張
し
、
副
葬
さ
れ
た
理
由
と
、
公
文
書
か
私
文
書
か
の
検
討
が
必
要
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
当
時

の
官
僚
機
構

か
ら
考
え
て
、
こ
の
文
書
を
公
文
書
と
す
る
の
は
不
可
能
と
し
、
被
葬
者
の
私
的
経
済
活
動
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
主
張

ハ
ド

ハ

　
ゆ

　

し
た
。
ま
た
、
杉
本
氏
は
、
六
号
蹟

の
内
容

に
地
下
の
主

へ
の
誇
張
し
た
申
告
が
見
ら
れ
る
と
し
て
内
容
の
明
器
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

そ
こ
で
ま
ず
、
こ
の
文
書
の
性
格
か
ら
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

ま
ず
四

.
五
号
憤
に
記
載
上

の
不
備
が
多
い
。
四
号
贋
に
は
正
月
か
ら
三
月
ま
で
の
記
録
し
か
な
く
、
月
毎

の
徴
収

の
回
数
が

一
貫

し
て
い
な
い
。
五
号
績
で
は
二
月
か
ら
六
月
の
市
場
里
と
二
月

の
鄭
里
の
記
録
し
か
な
く
、
合
計
額
も
四
月
と
五
月
に
し
か
見
ら
れ
ず
、

二
月
の
み
花
押

「
P
」
が

つ
け
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
こ
れ
ら
の
文
書

の
多
く
は
単
独
で
は
機
能
し
得
ず
、
前
後

に
な
ん
ら
か
の
続
き

が
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
竹
簡
に
関
し
て
は
、
三
五
簡
ー
四
六
簡
が
六
月
か
ら

一
〇
月

の
完
結
し
た
内
容
の
帳
簿
で
あ
る
が
、
他

の
月

の
帳
簿
は
副
葬
さ
れ
て
い
な

い
。
他
の
簡

に
つ
い
て
は
三

・
四
号
績

に
見
ら
れ
る
よ
う
な
不
備
は
見
ら
れ
な

い
。
ミ
ス
や
欠
落
の

数
か
ら
考

え
る
に
、
木
績
は
副
葬
す
る
た
め
に
急

い
で

コ
ピ
ー
が
作
成
さ
れ
、
竹
簡
は
正
式
文
書
そ
の
も
の
の

一
部
が
副
葬
さ
れ
た
の

で
は
な
い
か
。
文
書
の
欠
落
部
分
に
関
し
て
杉
本
氏
は
後
漢
の
周
磐
が
儒
教
の
教
え
を
守
る
た
め

『尚
書
』
の

一
部
分
だ
け
を
副
葬
す

　
け

　

る
よ
う
遺

言
し
た
例

か
ら
、

こ
の
文
書

も
礼
制

に
の

っ
と

っ
て
明
器
と
し

て
の
欠
落
部
分

を
故
意

に
つ
く

っ
た

と
し
ζ

い
る
。

し

か
し
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周
磐
は
後
漢
代
の
人
で
あ
り
、
武
帝
期
以
前
の
事
例
と
は
直
接
比

べ
ら
れ
な
い
。
杉
本
氏

の
主
張
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
文
書

の
明

器
性
は
否
定
し
な

い
が
、
必
ず
し
も
完
全
な
文
書
を
副
葬
す
る
必
要
が
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
。

公
文
書
が
直
接
副
葬
さ
れ
る
こ
と

へ
の
大
場
氏
の
疑
問
で
あ
る
が
、

一
〇
号
墓
と
同
時
代

の
墓
と
思
わ
れ
る
九
号
墓
か
ら
発
見
さ
れ

た

「安
陸
守
丞
」
の
文
書
は
、

い
っ
た
ん
廃
棄
さ
れ
た
も
の
が
明
器
の
木
船
の
作
成
の
際
に
利
用
さ
れ
た
と
み
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
文

書

に

「十
六
年
」
と
あ
り
文
帝

↓
六
年
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
公
文
書

の
廃
棄
は
案
外
、
早
か

っ
た
の
で
は
な

い
か
。

で
は
、
な
ぜ

こ
の
よ
う
な
文
書
が
墓

に
入
れ
ら
れ
た
の
か
。
被
葬
者

の
生
前
の
職
務
に
関
わ
る
帳
簿
文
書
が
出
土
し
た
例
は
他
に
な

　
　

　

い
が
、
鳳
風
山

一
六
七

・
一
六
八
号
墓
か
ら
無
字
木
膿
と
筆
や
硯
、
削
刀
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。

一
〇
号
墓
も
含
め
、
い
ず
れ
も
竹
笥

の
中

に
入
れ
ら
れ
、
辺
箱
か
頭
箱
か
ら
出
土
し
て
い
る
。
し
か
し
遣
簾
中

に
直
接
そ
の
名
は
見
ら
れ
ず
、

一
〇
号
墓
の
場
合
の
記
載
は

一
21

.

命

=

「竹
笥

二
」
で
、

一
六
七
号
墓
の
場
合

「縛
笥
、
合
中
綱
直
二
千
万
」
(第
五
七
簡
)
と
と
書

か
れ
た
う
ち
の
品
だ

っ
た

(
一
六
八
号
墓

の
釈
文
は
未
発
表
)。
同
様

の
例
と
し
て
は
、
印
璽

(「張
僅
」
「張
伯
」
の
印
)
や
木
尺
、
針
な
ど
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
遣
策
が
地
下
の

主

へ
の
申
告
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
、
特

に
名
前

の
記
載
の
な
い
も
の
は
申
告
の
必
要
の
な

い
も
の
な
の
で
は
な
い
か

(書
き
漏
ら
さ

れ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
は
除
く
)
。
被
葬
者
の
財
産

(家
産
)
と
い
う
べ
き
も
の
は
目
録
に
入
る
が
、
そ
う
で
な
い
も
の
は
書
き
入
れ
な

い
。
こ
の
時
代

の
人
々
が
地
下
の
世
界
ま
で
地
上
と
同
じ
生
活
や
身
分
制
が
続
く
と
考
え
、
当
然
地
下
で
も
仕
事
が
継
続
で
き
る
よ
う

に
道
具
も
副
葬
し
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
雲
夢
秦
簡

に
お
け
る
法
律
文
書
や
馬
王
堆
三
号
墓

の
地
図
な
ど
も
こ
の
例
に
当
て
は
ま
る
だ

ろ
う
。
と
す
れ
ば

一
〇
号
裏
文
書
は
、
実
際
の
文
書

の
コ
ピ
ー
で
も
廃
棄
文
書

で
も
そ
の
目
的
は
変
わ
ら
ず
、

一
種
の
明
器
と
考
え
て

よ

い
。

次
に
こ
れ
ら
の
文
書
が
公
文
書
か
私
文
書

か
と
い
う
問
題
で
あ
る
が
、
山
田
氏
は
文
中

の
名
前
が
本
名
か
通
称
か
と
い
う
視
点
か
ら

考
察
し
、
「張
伯
」
「秦
仲
」
の
名
が
み
え
る
二
号
績
と

「司
馬
伯
」
「五
翁
伯
」
の
名
の
あ
る
三
五
ー
四
六
簡
が
通
称
を
使
用
し
て
い
る
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ハ

　

の
で
私
文
書

で
あ

る
と
し
て

い
る
。
確

か
に
こ
れ
ら
は
商
業

に
関
わ

る
私
文
書

と
思
わ

れ
る
が
、
他

の
簡

に
は
農
民

の
名
前

が
書

い
て

あ
る

の
で

一
概

に
は
決

め
ら
れ
な

い
だ
ろ
う
。

こ
の
問
題

に

つ
い
て
は
後

に
内
容

に
踏

み
込
ん

で
考
察
す
る
。

二

木
腰
竹
簡
の
解
釈
に
つ
い
て

一
〇
号
墓

の
簡
憤
に
つ
い
て
の
主
は
釈
文
は

「簡
報
」
「黄
論
文
」
「弘
論
文
」
「裏
論
文
」
「中
華
五
千
年
文
物
集
刊
」

の
五

つ
が
あ

る
が
、

こ
こ
で
は

「中
華
五
千
年
文
物
集
刊
」

の
釈
文
を
基
本
と
し
て
各
説
を
整
理
し
、
簡
憤
の
意
味
す
る
も
の
を
考
え
て
ゆ
き
た
い

(論
文
末
の
釈
文
参
照
。
な
お

一
一
四
簡
以
後
は
他
で
は
釈
読
さ
れ
て
い
な
い
が
、
裏
氏

の
釈
文
を
掲
載
し
た
)
。

一
号
憤
は
表

に

「不
予
者
、
陳
黒
、
宋
則
、
斉
」
の
文
字
が
書

か
れ
て
お
り
、
裏
に
は
三
段
に
分
け
て

一
六
人

の
姓
名
と
数
字
が
書

か
れ
て
い
る
。
貧
民
は
こ
れ
を
共
同
経
営

の
商
業

に
関
す
る
規
約
と
し
(六
七
頁
)、
弘
氏
は
あ
る
種
の
寄
付
金
リ
ス
ト
と
し
(八
〇
頁
)、

裏
氏
は
出
銭
人
名
簿
と
し
て
い
る

(四
九
頁
)。
他

に
詳
し

い
コ
メ
ン
ト
が
な
い
が
、
私
は

「張
母
」
「張
父
」
「庄
伯
」
な
ど
の
通
称
名

か
ら
私
文
書
と
考
え
、
数
字
や
人
物
名
か
ら
商
業

に
関
わ
る
も
の

(出
費
リ
ス
ト
)
で
は
な
い
か
と
思
う
。
「宋
則
」
の
名
は
四
七
簡

に
、

「張
母
」
の
名

は
四
八
簡
に
も
見

え
て
い
る
。

二
号
嶋
は
A
面

に

「中
取
共
待
約
」
と
書

か
れ
て
い
る
。
黄
氏
は

「
版
」
を

「販
」
と
よ
み

「販
」
と
音
も
意
味
も
通
じ
、
「
中
販
」

は
漢
代
の
商
業
用
語
で

「中
転
販
売
」

に
意
味
を
表
す

「中
転
」
と
同
じ
と
解
釈
し
て
商
売
と
関
連
す
る
用
語
と
解
釈
し
た

(六
六
-

七
頁
)
。
弘
氏
は

「
版
」
の
字
は
黄
氏
と
同
じ
で
あ
る
が

「販
」
は
動
詞
、
「級
」
は
名
詞
と
し
た
。
ま
た

「中
」
は
漢
代
の
公
式
文
書

に
よ
く
使
用
さ
れ
た
の
で
政
府

に
関
わ
り
の
あ
る
商
売
と
し
た

(七
八
-
九
頁
)。
裏
氏
は

「
版
」
を

「服
」
と
見
な
し
て
お
り
後
役

に

　
ハ

　

服
す

る

こ
と
と
し

て

い
る

(五
九
頁
)
。

「
月
」
は

『
説
文
解
字
』

に
よ

る
と

「
舟
」
を
表

す
意
味

で
あ
り
、
「
月
」

の
書

き
方

は
ほ
か

の

簡
績

で
も

「
月
」

と
丸
形

な

の
と

「
反
」
を

コ
艮
」

と
は
読

め
な

い
こ
と
か
ら
裏
氏

の
説

は
成
立

し
が
た

い
と
思
う
。
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A
面

の
解
釈
の
違

い
は
B
面

に
も
影
響
し
て
い
る
。
ま
ず

「販
長
張
偲
」
で
あ
る
が
黄
氏
と
弘
氏
は
被
葬
者
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、

裏
氏
は
徒
役

に
赴
く
責
任
者
と
し
て
被
葬
者

と
は
別
人
で
あ
る
と
考

え
て
い
る
。
「販
吏
口
口
」
を
黄
氏
は

「秦
仲
」
と
読
み

一
行
目
に

登
場
し
て
い
る
人
物

と
し
、
弘
氏
は

「
平
日
」
と
し
て
商
業
担
当
の
役
人
と
し
、
裏
氏
は

「手
口
」
と
い
う
役
役
担
当
の
役
人
で
あ
る

と
し
た

(以
上

「黄
論
文
」
六
七
頁
・
「弘
論
文
」
七
八
頁
・
「議
論
文
」
五
九
頁
)。
写
真
を
見
る
限
り
で
は
判
然
と
し
な

い
が
、
内
容

か
ら
し
て
黄
氏

か
弘
氏
の
説
が
適
当
と
思
う
。
ま
た
弘
氏
は
、
当
時
舟
が
工
官

で
製
造
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
販
吏
が
署
名
を
し
て
い
る

こ
と
か
ら
政
府
か
ら
舟
を
借
り
て
の
事
業
と
し
た
。
そ
し
て
文
中

の
金
銭
は
政
府
に
納
め
る
も
の
と
し
、
後

の
均
輸
法
の
原
形
と
主
張

　
ゐ

シ

し

て

い
る
。

し
か
し
舟

を
個
人

で
作

っ
た
例

が

『僅

約
』
中

に
見

ら
れ
る

の
で
、
江
陵

で
も
同
様

の
こ
と
が
予
想

さ
れ
る
。
名
前

が
通

称

で
あ

る
こ
と
や
他

の
簡

憤

と
の
関
連
、
当
時

の
商
業

者

の
よ
う
す
か
ら

み
て
私
的
事
業

と
考

え

た
方
が

よ

い
だ
ろ
う
。

三
号
憤

は
、
黄
氏

は

二
戸

の
佃
戸

の
錦
棄
帳

と
し

(六
七
ー

八
頁

)
、
訓
練
班

・
弘
氏

・
裏
氏

は

二
里

の
麹
藁

帳

と
し
て

い
る

(
「
簡

報

」
四
五
頁

・
「
弘
論
文
」

八
〇
頁

・
「
裏
論
文

」
五
〇
頁
)
。

一
行
目
を

「
平
書
」

と

「
藁
上
」

と
読

む
と
佃

戸
名

と
解
釈

で
き
、

「
平

里
」

と

「
藁
上
」

と
読

む

と
里
名

と
考

え
ら
れ
る
。

こ
の
場
合
、
被
葬
者

が
平

里

の
人
な

の
で

「
平
里
」

と
読

む
ほ
う
が
自

然

に
思
え

る
。四

号
憤

A
面

に
関

し
て
は
、
「
鋼

二
石
為

銭
」
と
あ
る

こ
と

か
ら
、

三
号
績

の
揚
棄
税

を
換
金

し
た
記
録

と
考

え

て
よ

い
だ
ろ
う
。

B

面
は
當

利
里

の
算
賦

に
関

す

る
帳
簿

で
あ

る
と

い
う

こ
と

で
は
見
解

が

一
致

し
て

い
る
。
黄
氏

は
と
く

に
こ
れ
を
景
帝

三
年

の
呉
楚

七

国

の
乱

の
と
き
に
特
別

に
徴
収

さ
れ

た
税
金

で
あ
る
と
し
た

(
六
六
ー
七
頁
)
。
裏
氏

は
算
賦

の
徴
収
簿

で
あ
る
と
し
、

一
算
を

=

一〇

銭

と
割

り
出

し
た

(
五
八
頁
)
。
永

田
氏

と
山

田
氏

も
こ
れ

に
従

う
形

で
、
「
算

」
を
算
賦
納

入
者

を
数
え
る
単
位

と
し

た
。

「
吏
奉

」
や

「
博
徒
」

は
算
賦

の
使

用
目
的

を
示
す
と
考

え
ら
れ

て

い
る
。

五
号

贋

に
は
市
場
里

と
鄭

里

の
算

銭
が
記
録

さ
れ
て

い
る
。
訓
練

班

は
こ
れ

を

「
算
賦
出
入
簿
」
と
し

(四
六
頁
)
、
黄
氏

は
二
人
分
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の
口
賦
と
雑
税
の
帳
簿
で
、
「算
」
は
こ
の
場
合
算
賦
で
は
な
く
人
頭
税
の
単
位
で

一
人
を

一
算
と
数
え
る
と
し
て
い
る

(六
八
ー
七
〇

頁
)
。
裏
氏
は
四
号
憤
と
の
関
連
で
算
賦
の
処
理
状
況
を
表
す
と
し
た

(五
八
-
九
頁
)。
「吏
奉
」
や

「博
徒
」
の
文
字
が
見
ら
れ
る
こ

と
か
ら
裏
氏
の
説
が
適
切
に
思
え
る
。
四

・
五
績
は
算
賦

の
徴
収
と
そ
の
使
途
に
関
す
る
公
文
書
か
そ
の
コ
ピ
ー
と
い
え
よ
う
。

六
号
憤
A
面
は
造
築
で
品
物

の
名
前
と
副
葬
品
が
ほ
ぼ
対
応
す
る
の
で
遣
策
で
あ
る
。
ま
た
B
面
は
冥
府
の
役
人

へ
の
上
申
文
書
の

形
式
を
と

っ
て
い
る
。
B
面
と
同
様

の
文
書
が
鳳
園
山

一
六
八
号
墓
と
馬
王
堆
三
号
墓
か
ら
出
土
し
て
お
り
、

い
ず
れ
も
文
帝
時
代
の

も
の
で
六
号
腰
と
時
代
が
近

い
。
地
下

の
役
人

へ
の
申
告
と
い
う
点

で
は
共
通
し
て
お
り
、
こ
の
時
代
こ
の
地
域
で
こ
の
よ
う
な
埋
葬

習
慣

が
あ

っ
た
の
か
興
味
深

い
。
ま
た
杉
本
氏
は

ニ
八
八
号
墓
と

δ

号
墓

の

「五
大
夫
」
の
記
載
は
誇
張
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
.麺

が
、
こ
の
件

に
つ
い
て
は
後
で
検
討
し
た
い
。

第
七

.
八
簡
に
つ
い
て
は
訓
練
班

(四
四
頁
)
と
弘
氏

(八
二
ー
三
頁
)
が
市
陽
里
収
租

の
収
支
簿
と
し
、
貧
民
は
田
租
帳
と
相
殺

帳
と
呼
ん
だ

(七

一
頁
)。
裏
氏
は
他

の
簡
膿

の
数
字

か
ら
計
算
し
て
第
七
簡
を
三
〇
分

の

一
税

の
記
録
と
し
、
第
八
簡
を
そ
の
穀
物
の

量

の
記
録
と
し
て
い
る

(五
七
ー
八
頁
)。

第
九
ー
三
四
簡
は

「戸
人
野
、
能
田
四
人
、
口
八
人
、
田
十
五
畝
十
P
、
貸

一
石
五
斗
」

(第

=
二
簡
)
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

黄
氏
は
地
節
元
年
、
初
元
元
年
の
「貸
種
食
」
の
詔
を
例
に
あ
げ
、
地
主
が
佃
戸
に
種
食
を
貸
し
た
帳
簿
と
し
て
い
る

(七

一
ー
二
頁
)。

弘
氏
は
政
府

が
種
籾
を
貸
し
た
帳
簿

と
し
て
い
る

(八

一
ー
二
頁
)。
裏
氏
は
第
九
簡

「鄭
里
庫
簿
、
凡
六
十

一
石
七
斗
」
が
第

一
〇
巻

以
後
三
四
簡
ま
で
の
計
二
五
簡
全
体

の
表
紙
と
し
て
、
種
食

の
貸
与

と
し
て
い
る
(五
六
-
七
頁
)。
好
並
氏
は
景
帝

二
年
に
三
〇
分

の

(
27

}

一
税

が
施

行
さ
れ

た
際

に
、
税

を
郷

の
有

力
者

に
代
納

し
て
も
ら

っ
た
帳
簿

と
し
て

い
る
。

こ
の
簡

の
特
徴

は
、
畝
数
ご

と
に
貸
穀
数

が
決

ま

っ
て

い
る
こ
と
で
、
畝
数

の
後

に
花
押

(
P
)

が
記

さ
れ

て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
第

二
九
簡

に

「戸

人
公
士

田
」

(傍
点

筆
者

)

の
記
載

か
ら
見

て
も
戸
人

は
爵
位

を
持

ち
う

る
者

で
佃
戸

で
は
な

い
。
ま
た
畝
数

に
応

じ
て

い
る
た
め
、
最
大

で
も
五

・
六
石

と
貸
数
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一
28

}

が
少

な

い
こ
と

で
あ
る
。
山

田
氏

は

『
雲
夢
秦
簡
』

「倉

律
」
中

に

一
畝
あ
た
り

に
蒔
く
種

の
割
合
が
定

め
ら
れ
て

い
る

と
指
摘

し
、
弘

(響

氏

の
説

を
支

持
し

て

い
る
。
公
的
貸
与

の
記
録

が
な

い
の
で
断
定

で
き
な

い
が
、
政
府

に
よ
る
畝

数

に
応
じ

た
種
籾

の
貸
与

で
は
な

い

か
と
思
う
。

貸
数
が
書

か
れ
て

い
な

い
簡

(
三
〇
⊥

二
四
簡
)

は
借

り
る
必
要
が
な
く
な

っ
た
の
で
は
な

い
か
。

第

一
〇
簡

に

「
戸

人
聖
、
能

田

一
人
、

口

一
人
、

田
八
畝
十

P
、
移
越

人
戸
、

貸
八
斗

、

二
年

四
月

乙
口
。
」

と
い
う
記
録

が
あ
る
。

訓
練

班

は

「
聖
」
が
自
分

の
土
地

を

「
越

人
」
に
譲

っ
た
と
考
え

(
四
五
頁

)
、
裏
氏

は

「
聖
」

は
土
地
ご

と

「
越
人
」

の
家

の
佃
戸

に

な

っ
た
と
し

て

い
る

(
五
六
ー
七

頁
)
。
少

な
く
と
も
土
地

と
自
身

の
処
遇

を
決

め
ら
れ
る

の
だ

か
ら
彼
等

は
佃
戸

で
は
な

い
。
譲
り
受

け
た

「越

人
」

も
種
籾

を
借

り

て

い
る
の
だ
か
ら

「
聖
」
は

「
越
人
」

の
佃
戸

に
な

っ
た

の
で
は
な
く
、
土
地
を
譲

っ
た

の
で
あ
る
。

「
越
人
」

の
名

は
第
六

二
簡

に
、

「
聖
」

の
名

は
第

六
三
簡

に
も
見

え
て

い
る
が
、

こ
の
件

に
つ
い
て
は
後

で
詳

し
く
論

じ
た

い
。

第

三
五
-

四
六
簡

は

「
九
月

四
日
、
付

五
翁
伯
棄

一
、
日
光
、
笥

三
合
、
合

五
十

四
、
直

百
六
十

四
。
」

(第

四
〇
簡
)

な
ど
品
物

の

名
前

(某
、
笥

な
ど
)
、
量

と
日
付

が
記
録

さ
れ

て

い
る
。
裏
氏

は

こ
れ
を
被
葬
者

の
経
営
す

る
手

工
業

の
記
録

と
解
釈
、
第

四
五
簡

ま

で
を

ひ
と
ま

と
ま
り
と
し
た

(六
〇
頁

)
。
訓
練
班
、
黄

氏
、
弘
氏
は

二
号
績

と

の
関
連

で
、
第

四
六
簡
ま

で
を
商
業

に
関

す
る
帳
簿

と

し
て

い
る

(「
簡
報

」
四
五
頁

・
「
黄
論
文
」
七

二
頁

・
「
弘
論
文
」

八
三
頁
)
。

こ
れ
は
や
は
り
被
葬
者

の
経
営
す

る
共
同
事
業

の
商

品

納

入
リ

ス
ト

と
考

え
て
よ

い
だ
ろ
う
。

第

四
七
簡

i
五
七
簡

は
最

も
解

釈
し

に
く

い
文
書

で
、
「
郵
得

二
、
任
甲

二
、
宋
則

二
、
野
人
四
。

●
凡
十
算
、
口

一
男

一
女
、

●
男

野
人
、

女
恵

。
」

(第

四
七
簡
)

の
よ
う

に
、
名

前

と
数
字
、
男

女
、
「
●
」

な
ど
が
見
え
て

い
る
。

「
●
」
は

二
号
憤

に
も

み
ら
れ

る
よ

う

に
、
箇
条
書

き

の
頭

の
部
分

に
相
当

し

て
い
る
。
黄
氏

は
張
値

が
佃

戸
を
商
売

に
行

か
せ
た
帳
簿

と
し
て

い
る

(
七
三
頁
)
が
、

一

八
　

ぽ

へ
れ

　

方
弘
氏

(
八

一
頁
)
・
永

田
氏

・
山

田
氏
は
算

賦

と
役
役

を
表

す
と
考

え

て

い
る
。
三
氏
が
指
摘

す
る

よ
う

に

「
算
」

と

い
う
字

は
算

賦

を
表

す
単
位

と
考

え
て
よ

い
の
で
は
な

い
か
。
「
凡
十
算

」
に
つ
い
て
は
各
家

の
代

表
者
名

と
そ

の
算
数
が

一
〇
算
ご

と
に
記
録

さ
れ
て
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い
る
と

い
う
山
田
氏

の
説

を
支
持

し
た

い
。

「
一
男

一
女
」
の
表

現

は
史
書

に
よ
く
見

ら
れ

る
男
女
比

の
表
現

だ
ろ
う
。
簡

の
後
半

の
部

分

は
お
そ
ら
く
径
役
を
表
す

と
考

え
ら
れ

る
。

第

五
八
簡
ー
七

三
簡

は

「
冠
都

二
戸

兼
行

少

一
日
」

(第

六
〇
簡

)
の
よ
う

に
書

か
れ
て

い
る
。
黄
氏

は
佃
戸

が
商
業

に
い

っ
た

記
録

と
し

(
七
三
頁

)
、
好
並
氏

は
貧
農

が
張
櫃

に
田
租

を
借

り
た
代
わ

り
に
商
売

に
行

っ
た

と
考

え
て

い
る
。
弘
氏

と
裏
氏

は
最

初

の

「
冠
」
を
戸
主
、
役
役

に
赴

い
た

の
が

「兼

」
と
し

て
い
る

(「
弘
論
文
」
八

一
頁

・
「装

論
文

」
五
五
ー
六
頁
)
が
、

二
戸

の
内

か
ら

一

人

が
揺
役

に
出

る

こ
と
が
あ

っ
た

の
か
証
明

は
し
て

い
な

い
。
前

に
も

ふ
れ
た
が
第
六

二
簡

に

「
越
人
」
第

六
三
簡

に

「聖

」

の
名

前

が
見

え
て

い
る

こ
と
か
ら
、

「
鄭
里
庫
簿
」

と

の
関
係

で
商
業
上

の
私
文
書

と
考

え
る

(詳
細

は
次

の
章

で
述

べ
る
)
。

第
七

四
簡

ー

一
一
一
箇

に
は
姓
名

も
し
く

は
名

が
書

か
れ
て
お
り
、
第

七
五
簡
ー
七
九

簡

に
は

「
・
」

が
最
初

に
つ
い
て

い
る
。
黄

氏
は

こ
れ
を
佃
戸

か
雇
用
人
名
簿

と
し

(七
三
頁
)
、
弘
氏
は
戸

口
冊

子
と
し

(
八

一
頁
)
、
裏

氏

は
郷
里

の
家
族

の
名
籍
簿

と
考

え
て

い
る

(五

六
頁

)
。
七

五
簡

の

「
・
揚

人
」

は
八

一
簡
ー

八
六
簡

に
、

七
六
簡

の

丁

郭
貞

」
は
八
九
簡

に
、

七
七
簡

の

「
王
口
」

は
八

七

・
八
八
簡

に
そ
れ
ぞ
れ
同
姓

の
名
前

が
見

ら
れ

る
。

こ
の
パ
タ
ー

ン
か

ら
推
察
す

る
と
七
八
簡

の

「
・
口
口
」
は
九
〇
ー
九

三
簡

の

張
堰
氏

と
同
姓

で
あ
り
、
「
・
」

は
家

族

の
代
表
者

を
表

す
よ
う

で
あ

る
。

王
氏
、
揚
氏
、
張
氏

は

一
号
憤

に
同
姓

が
見

ら
れ
る

(
「
嚢

論
文

」

四
九
頁
釈
文

。
な

お
他

の
釈
文

で
は
釈

読

さ
れ

て

い
な

い
)

の
は
気

に
な

る
と
こ
ろ
で
あ

り
、

一
号
憤

と

の
関
連

を
取

る
な

ら

商
業

に
関

す
る
私
文
書

と
考

え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が

ら
他

の
簡

に
は
単
独

の
名

前
し

か
見
ら
れ
な

い
の
も
あ

る
。

こ
れ
ら

の
他

に
裏

氏
は
第

一
二
三
簡

(第

四
六
簡

を
含

む
)
を
別

に
分
類

し
て

い
る

(五
三
頁
)
。

そ
し

て
第

一
一
二
簡

の

「
四
月

丁

巳
、
擦

甲

人
舎

平
里
、
酒

二
石

四
戸
、
直
」
を
武

器
を
修

理

し
た
記

録

と
し

て
、
他

の
数
字

を
含

め

て
郷
里

の
収
支

簿

と
考

え

て

い

る

(五
六
頁
)
。
第

=

八
-

一
二
二
簡
は
簡

の
幅

が
や
や
広

め
な

の
で
他

と
は
内
容

が
違

う
と
思
わ
れ

る
。
第

二

八
簡

に

「
里
銭

口

二
千
九

百

二
口
受

…
故

里
銭
三
百
口
十

六
」

と
あ
る

の
で
故
里

の
里
銭

に
関

わ
る
公
文
書

で
あ

ろ
う
。

ま
た
、

一
一
二
簡
一

一
一
六
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簡

に
は

「酒

」
「
醗
」

「
新
」

の
字

が
見

ら
れ

る
こ
と
か
ら
商

品
名

を
表
す

の
で
は
な

い
か
と
思
う
。

記
録

と
商
売

の
記
録

と
に
わ
け

て
考

え
た

ほ
う
が
よ
さ
そ
う

で
あ

る
。

こ

の
よ
う

に
簡
憤
を
分
類

し

て
み
た
が
、

も
う

一
度

こ
こ
で
整
理

し
て
み
た

い
と
思
う
。

一
号
績

商
業
に
関
す
る
出
銭
リ
ス
ト

二
号
績

「中
販
共
待
約
」

張
偲
を
長
と
す
る
共
同
事
業
の
規
定

三
号
績

二
里
の
鵠
藁
税
を
記
録
し
た
帳
簿

四
号
憤

A
面

三
号
蹟
に
関
連
す
る
痴
藁
税

の
換
金

に
関
す
る
も
の

B
面

算
賦
の
徴
収
目
的
を
記
し
た
も
の

五
号
績

市
場
里
と
鄭
里

の
算
賦

の
処
理
帳
簿

六
号
贋

造
策

と
冥
土
の
役
人

へ
の
上
申
文
書

第
七
一
八
簡

三
〇
分
の

一
税
と
そ
の
穀
物
を
表
す
記
録

第

一
〇
1
三
四
簡

「鄭
里
塵
簿
」

種
籾
を
政
府
が
貸
与
し
た
記
録

第
三
五
-
四
六
簡

取
引
先

へ
の
商
品
移
動
の
記
録

第
四
七
-
五
七
簡

算
賦

と
役
役
を
記
し
た
も
の

第
五
八
-
七
四
簡

商
売

に
赴

い
た
者
の
記
録

第
七
五
-

一
=

簡

商
業
に
関
す
る
名
簿

第

一
一
二
i

ー
一
六
簡

商
品
の
帳
簿

の

一
部

第

一
一
八
一

一
二
二
簡

里
銭
に
関
す
る
記
録

つ
ま
り

こ
れ
ら

一
二
簡

は
里
銭

の
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以

上

の
よ
う
に
、

一
・
二
号
憤
、
第

三
六
ー

四
六

・
五

八
ー

七
四

・
七
五
-

一
=

・

二

二
ー

=

水
筒

が
商
業

に
関
連
す

る
私

文
書

で
あ

る
。

そ
し
て
三

・
四

・
五
号
憤
、
第

一
〇
1

三
四

・
四
七
ー

五
七

・

一
一
八
ー

ー
二
二
簡

が
税

な
ど

に
関
す
る
公
文

書

で
あ

る
。以

上

に
も
と
ず

い
て
、
次

の
章

か
ら
張
偲

と
彼

の
事
業

に
関

し
て
論

じ
て
ゆ
く

こ
と
と
す
る
。

三

「中
販
共
待
約
」
の
内
容
に
つ
い
て

「中
販
共
待
約
」
の

「
販
」
の
字
を

「級
」
と
読
み

「販
」
に
通
じ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
前

に
述
べ
た
。
「共
侍
約
」
が
皆
で
守
る
規

約

の
意
味
で
あ
る
か
ら
、
二
号
績
が
共
同

で
行
う
事
業
の
取
決
め
で
あ
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
今
ま
で
ふ
れ
た
諸

氏

の
説
を
参
考

に
そ
の
内
容
に
つ
い
て
詳
し
く
検
討
し
て
み
た
い
。

ま
ず

一
行
目

の

「販
長
張
伯
」
で
あ
る
が
、
出
土
木
印
か
ら
も
こ
れ
は
張
櫃
で
あ
り
、
こ
の
事
業
の
長
で
あ
る
。
彼
の
他

に

「石
晃
」

ム
お

　

「
秦
仲

」
「
陳
伯

」
な
ど

一
〇
人

が
加

わ

っ
て
い
る
。
「
陳
伯

」
は

一
号
憤

の

「
陳
黒
」

と
関
係

が
あ
る

の
か
も
し
れ
な

い
。

へ

二
行
目
の

「相
輿
為
販
」
は
共
同

の
事
業
を
起
こ
す
こ
と
で
あ
る
。
次
の

「約
人
販
銭
二
百
」
(傍
点
筆
者
)
で
あ
る
が
、
内
容
か
ら

-

へ
鵠

)

し

て

「
約

入
…
」
と
釈
議
し

た
ほ
う
が
良

い
よ
う

に
思
う
。

つ
ま
り

一
人
あ
た
り

の
出
資
額

が

二
百
銭

で
あ
る
こ
と
を
示

し
て

い
る
。

「
會
銭
儲

不
備
、
勿
與
同
為

販
」
は
そ
れ
を
支
払

わ
な
け
れ
ば

「
中
販
」

に
入

れ
な

い
と
規
定

し
て

い
る
意

味

で
あ

る
。

三
行
目

「
即
販
直

行
共
待
」

は
、

「
販
」
を
運
営

す
る

に
あ
た

り

「
共
侍
」

す
な
わ
ち
規
定

を
実

行
す

る
と

い
う

こ
と
で
あ
る
。

「
非

前

掲
」

の
解
釈

は
難

し
く
、
前

に
か
か
る

か
、
後

ろ
に
か
か
る
か
、
わ

か
り

に
く

い
。
そ

の
後

ろ
に
見

ら
れ
る

「
●
」
が
規
定

を
項
目

へ
お

　

別

に
記

し
て

い
る

と
思
わ

れ
、

「
非
前

掲
」
は

前

の
文

の

一
部

と
思

わ
れ
る
。

「
病
不
、

行
者
、

罰
日
借
、
母

人
者
購

買
」
は
病
気

で

い
け
な

い
も

の
は
罰

と
し
て

一
日

三
〇
銭

を
出

し
、

人
手
が

な

い
場
合

は
雇
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う

こ
と
を
意
味

し

て

い
る
の
だ
ろ
う
。

「
器
物

不
具
、
物
資
十
銭
」
は
商
品

が
揃

わ
な

い
場
合
、
責
任

と
し

て

一
つ
に

つ
き

一
〇

銭
を
納

め
る

こ
と
で
あ
る
。

「
共
事
…
凡
器
物
殴
傷

之
、
及
亡
、
販
負

之
」
は

一
緒

に
仕
事

を
す
る
際

に
、
商
品

が
破
損

し
た
り
紛

失
し

た
り
し
た
場
合

に
は
「
販
」

ら
お

　

が
責
任

を
持

つ
こ
と
を
意
味

し
て

い
る
。

「非

其
器
物
、
檀
取
之
、
罰

百
銭

」
は
前

の
文

と

の
関
係

か
ら
、

・共
同

で
仕
事

を
し

て
い
な

い

と
き

に
勝
手

に
物
を

と

っ
た
場
合

に
は
罰
金
百
銭

と

い
う

こ
と
だ

ろ
う
。
商
品

の
破
損

や
遺
失

に

つ
い
て
の
責
任

の
所
在

を
明
ら

か
に

し
て

い
る
項
目

で
あ

る
。

「
販
」

は
こ

の
事
業

を
行
う
グ

ル
ー
プ

を
指

し

て

い
る
。

「級

吏
令
會

、
不
會
、
會

日
、
罰
五
十
」

に
つ
い
て
黄
氏
は
販
吏
が
会

を
招
集

し
て
も
出
席

し
な

か

っ
た
場
合

に
は
五
〇
銭
を
罰
金

と
し

て
納

め

る
こ
と
を
意
味

し

て

い
る

(
六
七
頁

)
。

「會

而
計
不
具
者
、
罰

比
不
會
」

は
会

に
出
席

し

て
も
会
計

が
で
き
て

い
な

い
者

は
罰
金

を
出
席

し
な

い
の
と
同
じ
だ
け
取

る
と

い
う

こ
と
だ

ろ
う
。

こ
れ
は
彼

ら
が

「
販
会

」
を
招
集
し

な
が
ら
事
業

を
行

っ
て

い
た

こ
と
を
示
し

て

い
る
。

「
為
販
吏
、
集

器
物

及
人
」

は
販
吏

が
商

品

の
集

荷

と
会

の
招
集

の
責
任

を
負

う
と

い
う
意
味

だ

ろ
う
。

そ
れ
故

に
販
吏

は
外
部

で

は
な
く

「中

販
」
の
メ

ン
バ
ー

の

一
人
で
あ

る
と

い
え
る
。

「
販
吏
口
口
」
は
写
真

で
は
判
読

で
き
な

い
が
、

こ
こ
で
は
と
り
あ

え
ず
黄

氏

の
説

に
し
た
が

い

「
秦
仲
」

と
し
て
お
く

(
六
七
頁
)
。

こ
こ
で
全
体

の
訳
文
を
ま

と
め
て
お

こ
う
。

「
×
×
三
月
辛

卯
、

『中

販
』
の
販
長

張
伯
、
石
晃
、
陳
伯

ら

一
〇

人
が
共
同
で
販
を
お

こ
す
。
規
約

一
、
販
銭

(出
資
金
)
は

一
人

二
〇
〇

銭

と
す

る
。
規
約

二
、
会

を
行
う

に
金

を
揃

え
て

い
な
け
れ
ば

販

に
参
加

で
き
な

い
。
販

に
参
加
す

る
に
は
前

に
あ

げ

た
共
同
規

定
を
す

べ
て
実
行

し
な
く

て
は
な

ら
な

い
。
病
気

で
商

売

に
行
け
な

い
も

の
は

一
日

に

つ
き
罰
金

三
〇
銭
、

人
が
足

り
な

い
場
合

は
雇

っ
て
も
良

い
。
商

品
が
揃

え
ら
れ
な

い
と
き
は

一
つ
に

っ
き
罰
金

一
〇
銭

と
す
る
。
共
同

で
仕
事

を
行

う
と
き
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に
商
品
に
破
損
が
生
じ
た
り
紛
失
し
た
り
し
た
場
合
は
販
が
責
任
を
負
う
。
そ
う
で
は
な
く
勝
手

に
商
品
に
手
を

つ
け
た
な
ら
罰

金
は

一
〇
〇
銭
で
あ
る
。
販
吏
が
会
を
行
な

っ
て
も
出
席
し
な
か

っ
た
場
合
は
罰
金
五
〇
銭
、
会

に
出
席
し
て
も
会
計
が
で
き
て

い
な
か

っ
た
ら
前
と
同
様

に
罰
金
五
〇
銭
で
あ
る
。
販
吏
は
会

の
招
集

お
よ
び
商
品
の
集
荷
を
行
う
。
販
吏
は
秦
仲

と
す
る
」

こ
う
し
て
み
る
と

「中
販
共
待
約
」
は
共
同
で
事
業
を
行
う
に
あ
た

っ
て
の
出
資
者
の
間
の
取
決
め
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
各
々

の
出
資
と
罰
金

の
プ
ー
ル
が
彼
等

の
資
本

と
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
「中
販
」
の
リ
ー
ダ
ー
が
張
櫃
で
、
実
質
的
運
営
を
販
吏
が
行

っ

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

第
三
章

張
値
を
め
ぐ
る
問
題

一

張
優

の
身
分
に
つ
い
て

張
堰

の
身
分
を
知
る
直
接

の
手
掛

か
り
は
、
六
号
憤

の

「五
夫
」
と
い
う
言
葉

で
あ
る
。
五
大
夫

は
二
十
等
爵
制

の
中

の
九
等
爵

に
相
当
す
る
爵
位
で
民
爵
で
は
な
い
。
鳳
風
山

一
六
八
号
墓
の
被
葬
者

「
嬰
遂
」
も
同
墓
出
土
の
簡
憤
に
同
じ
爵
位
を
記
し
て
い
る
。

同
じ
五
大
夫

の
地
位
を
持

つ
二
人
で
は
あ
る
が
、

一
六
八
号
墓
の
方
が
は
る
か
に
副
葬
品
の
数
も
多
く
豪
華
で
あ
る
。
そ
こ
で
張
櫃
の

五
大
夫

の
地
位
は

「売
爵
」
に
よ
る
も
の
で
は
な

い
か
と
い
わ
れ
て
い
る
。

{
W

、

売
爵
に
関
す
る
最
も
古

い
記
録
は
恵
帝
六
年
冬
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
、
次
は
文
帝
十
二
年
に
晃
錯

の
進
言

に
よ
り
売
爵
令
が
施
行
さ
れ
、

ニ
び

五
大
夫

は
四
千
石

で
買
う

こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な

る
。
山

田
氏

の
推
論

に
よ
る
と
、
売

爵

に
よ

る
穀
物

の
高
騰

も
考

え

て

一
石

は
百

へ
ぷ

へ

銭
、
四
千
石
は
四
〇
万
銭
と
な
る
。
景
帝

二
年
に
も
売
爵
令
が
出
さ
れ
て
お
り
、
文
帝
十

二
年
と
景
帝
二
年
の
そ
れ
は
、

い
ず
れ
も
経

済
力
の
あ
る
者

に
売
爵
す
る
こ
と
で
国
庫
を
潤
す
目
的
で
あ
る
。
ま
た
五
大
夫
の
爵
位
を
持

つ
家

で
は

一
人
が
徳
役
を
免
除
さ
れ
る
特

典
が
あ

っ
た
。
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ら
い

　

杉
本
氏
は
張
櫃
と
嬰
遂
の
五
大
夫
の
地
位
を
誇
大
広
告
で
は
な
い
か
と
疑

っ
て
い
る
が
、
文
帝
十
二
年
に
実
施
し
た
と
き
に
は
田
租

を
半
減
、
廃
止
さ
せ
る
ほ
ど
の
効
果
を
あ
げ

て
お
り
、
か
な
り
の
人
々
が

「売
爵
」
を
行

い
、
そ
の
特
典
と
名
誉
を
得
た
と
考
え
て
よ

い
。
前
述

の
よ
う
に

一
六
七
号
墓

の
遣
策
に

「縮
笥
、
合
中
縛
直
二
千
万
」

(第
五
七
簡
)
と
あ
り
、
そ
れ
に
対
応
す
る
竹
笥
の
中
か
ら

四
鎌
半
両
銭
や
絹
織
物
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
被
葬
者

の
生
前

の
生
活

に
即
し
た
も
の
と
考
え
る
な
ら
、
同
規
模

の

一
六
八
号

　
パ

　

墓

に
埋
葬
さ
れ
た
嬰
遂
は
も
と
よ
り
、
公
的
な
仕
事

に
携
わ
り
な
が
ら
事
業
を
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
張
堰
に
も

「売
爵
」
を
す
る
に

十
分
な
経
済
力
が
あ

っ
た
の
で
は
な

い
か
。

次
の
問
題
は
張
僅

の
公
的
身
分
で
あ
る
。
文
書

の
中

に
租
税
関
連

の
公
文
書
が
多
く
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
彼
が
何
ら
か
の
官
職

に
就

い
て
い
た
の
は
間
違

い
な
く
、
六
号
憤
B
面
の
文
体
も
上
申
文
書

の
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
裏
氏
は
徴
税
を
担
当
す
る
の
が
有
秩

か
薔
夫
で
あ
る
こ
と
か
ら
張
便
を
そ
の
ど
ち
ら
か
と
考
え
て
い
る

(五
四
-
五
六
頁
)
。
黄
氏
は
棺

の
覆

い

(布
帳
)
が
平
民
を
表
し
て

い
る
と
し
て
特

に
官
職
に
つ
い
て
い
な
か

っ
た
と
し
て
い
る

(七
四
頁
)
が
、
公
文
書
が
存
在
す
る
以
上
こ
の
説
は
成
立
し
え
な
い
。

五
号
憤

に

「正
、
優
付
西
郷
優
佐
賜
」
と
あ
る
の
が
第
二
の
手
掛
り
で
あ
る
。
永
田
氏
は
二
つ
の

「値
」
の
う
ち
前

の

「偲
」
を
張

優
と
し
、
後
の
は
西
郷
の
値
と
い
う
人
物
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
内
容
は
里
正
の
張
櫃
が
算
賦
を
徴
収
し
て
西
郷
の
吏
の
値
と
郷
佐

の
賜
と
い
う
人
物
に
渡
し
た
と

い
う
こ
と
で
両
者
は
別
人
で
あ
る
。
根
拠
と
し
て
居
延
漢
簡
に
父
老
や
里
正
が
徴
収
し
た
算
賦
を
有
秩

　
は

　

や
薔

夫
、
郷
佐

に
納

め
た
記
録
が
あ

る
と
し
て

い
る
。

一
方
、
山
田
氏

は
、
西

郷

の
堰

の
佐

を
し
て

い
る
賜

に
渡

し
て
処
理

さ
せ
た
と

　
お

　

考

え
ら

れ
る
と
し
、

「
張
堰
」
を
両
者

と
も
張
偲
自
身

と
し

て

い
る
。

こ
の
二

つ
の
意
見
を
検
討
す

る
た
め

に
他

の
行

を
見
る

と

「
正
値

付

西
郷
佐
賜

口
銭

P
」

と
あ

り
、
花
押

(
P
)
が
最
後

に
記

さ
れ
て

い
る
。
花
押

が
あ
る

の
だ

か
ら

こ
の
文

書
を
保
存

し
て
お
く

べ
き

は
前
者

の

「
堰

」

(張
便

)

で
あ

る
。
「
佐

」
が
張
櫃

の
佐

で
あ
る
な
ら
、

わ
ざ
わ
ざ

「
張
便

」
と
記
す
必
要
は
な
く
、
算
銭
が
別

な
役

人

の
手

に
渡

っ
た

か
ら
こ
そ

こ
の
帳
簿

が
必
要
な

の
で
あ

る
。

よ

っ
て

二

つ
の

「
橿
」
は
別

人

で
あ
る
と
考

え

る
。

一
般

に
徴
税

の
任
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務
を
お
っ
た
の
は
薔
夫

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
永
田
氏
の
主
張
す
る
よ
う
に
里
の
末
端

に
お
い
て
は
里
正
が
代
行
し
て
い
た
の
で

は
な

い
か
。

一
〇
号
墓

の
副
葬
品

の
中

に
木
尺
が
あ

っ
た
こ
と
も
そ
の
傍
証
に
な
り
う
る
の
だ
ろ
う
。

「正
堰
」
を
被
葬
者
で
あ
る
張
偲
が
里
正
で
あ

っ
た
と
解
釈
す
る
な
ら
、
な
ぜ

い
く

つ
も
の
里

に
ま
た
が

っ
て
公
文
書
が
存
在
す
る

の
か
と
い
う
疑
問
が
わ

い
て
い
る
。
彼
は
平
里

の
人
で
あ

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
市
場
里
や
鄭
里
な
ど
五

つ
の
里
の
文
書
を
持

っ
て
い

る
。
こ
れ
は
経
済
力
が
あ
り
五
大
夫
の
地
位
を
持

つ
張
偲
が
、
複
数
の
里
の
里
正
を
兼
任
す
る
か
、
も
し
く
は
他

の
里
の
徴
税
を
代
行

し
て
い
た
の
だ
と
思
う
。

二

張
優

の
行

っ
た
事
業

に
つ
い
て

張

値

の
事
業

に

つ
い
て
知

る
こ
と

の
で
き

る
資
料

は
第

三
五
ー

四
六
簡

・
五
九
ー

七
三
簡

・
曖
昧

で
は
あ

る
が
第

=

二
ー

ー
一
六

簡

も
入
れ

て
よ

い
だ
ろ
う
。

こ

こ
で
は

こ
れ
ら

の
資
料

と
共

に
検

討
す
る

こ
と

で
彼
等

の
事
業

に

つ
い
て
考
察

し
て

み
た

い
。

(
一
)
商

品

第

三
五
か

ら
四
五
簡

は
六
月

一
六
日

か
ら

一
〇
月

一
〇
日
ま

で
の
納
品
帳
簿

で
あ

る
。
「
九
月
十

五
、
日
付
司
馬
伯
笥

二
合
、
合

五
十

四
、
直

百
八
、
某

四
契
、
黎

七
、
直
廿

八
、
凡
柑

六
。
」

(第

四
三
簡
)

な
ど
と
あ
り
、
商
品

が
竹
笥

や
某

(大
麻
)

で
あ

る

こ
と
が
わ

か
る
。
竹

筒

を
数

え
る
単
位

は

「合

」

で
、

二
合

で

一
組

だ

っ
た
よ
う

で
あ

る
。
集

は

一
束

を

「
契

」
と
し

て
数
え

ら
れ

て
い
た

の
だ

ろ
う
。

竹

笥
は
副
葬

品

の
入
れ
物

と
し
て
よ
く
出
土

し

て
お
り
、
日
用
品

の
行
李

と
し

て
よ
く
使

わ
れ

て

い
た
の
だ
ろ
う
。

『塩
談
論
』

「
本

議

」

に

「
江
南
之
楠
梓
竹

笛
」

と
あ

る
の
で
、

江
南

の
竹

は
有
名

で
あ

っ
た

こ
と
が
わ

か
り
、

お
そ

ら
く

江
陵
近

辺
で
も
竹
製
品

が

つ

く
ら
れ

て

い
た
だ
ろ
う
。
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大
麻

は
暖

か
く
水

の
便

の
よ

い
と

こ
ろ
が
栽
培

に
適

し
て

お
り
、
当
時

の
江
陵

で
も
大
麻

の
栽
培

は
可
能

で
あ
る
。

四
川

の
例

で
は

あ

る
が

『憧
約

』

の
中

に
、

「麻

を
ば

さ
ら
し

て
布

に
仕
立

て

い
」

と
あ
り
、
「
さ
て
も
都

に
帰

る

に
手

ぶ
ら
と

い
う

ん
じ

ゃ
も

っ
た

い

　
ロ

へ

な

い
。

カ
ラ
ム

シ
入

れ
て
担

い
で
帰

る
が
機
転
じ

ゃ
わ

い
」

と
も
あ
り
、
麻
製
品

が
農
村

か
ら
都
市

へ
の
交

易

の
対
象

と
な

っ
て

い
た

こ
と
が
う
か
が
え

る
。
佐
藤
武
敏

氏

に
よ

る
と
、
麻
布

は
高
級

品

(馬
王
堆
出
土

の
も
の
な
ど
)

も
存
在

し
た
が
、

一
般

の
人

々

に
も

へ

の

　

へ

使
用

さ
れ
て

い
た
布

で
あ
る
。

次

に
第

一

=
二
簡

「
口
斗
直
九
十
、

醗
八
、
新

一
束

四
口
」
を
見

て

み
よ
う
。

「
●
」
と
は

「醸
」
と
も
書

か
れ
、
酢

や
酢
漬

を
意
味

す

る
字

で
あ
る
。

『史
記
』

「
貨
殖
列
伝

」

に
、
都

会

で
あ

る
程
度
以

上

の
商

売
を
す

る
に
あ
た

っ
て
必
要

な
品
目
と
数

量

一
年
分
を
上

げ

た
り

ス
ト

に

「醸

醤
千
瓶
」

と

い
う
記
載
が
あ
る
。

そ

こ
か
ら
類

推
す

る
に
、

こ
の
簡

は
商
品

の
出
荷
、

あ
る

い
は
入
荷

の
記
録

で

あ

ろ
う
。

『
史
記
』

の
記
述

の
よ
う

に
、
江
陵
近

辺
で
も
酢

が
商
品

と
し
て
流

通
し
て

い
た

の
で
あ
る
。
「
八
」

の
後

の
文
字

は

「
瓶
」

の
単
位

か
そ
れ

に
近

い
も

の
だ
ろ
う
。

「
新

」
と

い
う
字

で
あ
る
が
、
後

に

「
束
」

と

い
う
字

が
見
ら
れ

る
の
で

「
薪
」

に
通

じ
る
と
考

え
ら
れ

て
い
る
。

『
史
記
』

「
貨
殖

列
伝
」

に

「
百
里
不
敗
樵
、
千

里
不
販
羅
」

と
記

さ
れ
て

お
り
、
商

品

と
し
て
薪

が
流
通

し
て

い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま

た
、
遠
距
離

の
取

り
引

き

に
む

か
な

い
と

い
う
薪

の
性
質
上
、
張
堰

ら

の
事
業

も
そ
れ

ほ
ど
広

い
地
域

に
わ
た

っ
た
も

の
で
は
な

か

っ
た
だ

ろ
う
。

こ
の
よ
う

に
張
値

た
ち
が
扱

っ
て

い
た
品
目

は
少

な
く
と
も
菓

(大
麻
)
、
竹

笥
、
醗

(酢
)
、
薪

な
ど
で
あ
る

こ
と
が
わ

か

っ
た
。

こ
れ
ら
は
農
村

か
ら
都
市

へ
売

ら
れ

た
日
用
品

と
考

え

て
よ

い
だ

ろ
う
。

(
二
)
実

際

の
運
営

次

に

「中

販
」

の
運
営

シ
ス
テ

ム
に

つ
い
て
考

え
て

み
よ
う
。
第
五
九
ー

七

四
簡

で
、

二
戸
ご

と
に
戸
主

の
名
前

と
、
さ
ら

に

一
人

の
名

と
日
数
が
書

か
れ
て

い
る
。
「
鄭
里
庫
簿

」

に
あ

る
戸
人

「聖
」

(第

一
〇
ー

六
三
簡
)

「越

人
」

(第

一
〇

・
一
七

.
六
二
簡

)

の
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名

が
見

ら
れ
る

の
が

キ
ー
ポ

イ

ン
ト

に
な

る
と
思

う
。
彼
等

が
種
籾

を
借
り

た
り
、
土
地
を
他
人

に
譲

っ
た
り
し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い

状

況

に
あ

っ
た

こ
と
は
前

に
述

べ
た
。

ま

た

「
鄭
里
塵
簿
」

に
見

ら
れ

る
農
民

の
田
畑

の
保
有
数

は
平
均

二
七
畝

で
、
漢
代

の
平
均
百

へ
あ

ト

畝

に
は
る
か
に
及
ば
な

い
。
そ
れ
を
補
う
た
め
に
彼
等
は
商
売

に
赴

い
た
の
で
は
な

い
か
。
販
売
員
や
運
搬
人
と
し
て
張
堰

の
事
業

に

参
加
す
る
こ
と
で
生
計
よ
補
填
を
行
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
口
数

の
少
な
い

「聖
」
は

「越
人
」
に
田
畑
を
譲

っ
て
か
ら
商
売
に
専

念
し
た
の
だ
ろ
う
。
「越
人
」
は
田
畑
を
得
て
も
な
お
商
売
に
出
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
「中
販
共
待
約
」
の
中
に

「母
人
者
、
庸
買
」

と
あ
る
の
は
こ
れ
を
示
し
て
い
る
の
だ
と
思
う
。

『漢
書
』
「食
貨
志
」
に

「大
者
積
貯
倍
息
、
小
者
座
列
販
売
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
大
規
模
な
商
人
は
富
を
蓄
積
し
、
小
規
模
な

も
の
は
市
で
座

っ
て
商
売
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
事
業
規
模
を
描
写
し
た
記
述

で
あ
る
が
、
当
時

の
物
売
り
の
様

子
も
表
し
て
い
る
。
「小
者
」
と
い
う
の
は

一
般

に
は
市
籍
に
登
録
さ
れ
た
中
小
商
人
を
表
す
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
が
、
人
に
雇
わ
れ
て

商
売

に
行
く
人
々
も
こ
の
範
疇
に
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な

い
か
。
商
人
で
も
な
く
小
作
で
も
な

い

「越
人
」
ら
も
市

に
出
て
い
た
の
で

あ
る
。

当
時
、
商
人
た
ち
は
市
籍

に
登
録
さ
れ
る
と
末
業
を
営
む
者
と
し
て
卑
し
ま
れ
る
政
策
が
と
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
農
民
が
商
業
に

流
れ
る
こ
と
を
嫌

っ
て
の
策
も
、
実
際
に
は
商
業

の
隆
盛
を
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。

一
〇
号
墓
の
簡
績
に
見
ら
れ
る
農
民
に

し
て
み
れ
ば
、
自
ら
資
本
を
出
す
こ
と
な
く
収
入
を
得
る
の
は

一
つ
の
生
活

の
道
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

『違
約
』
中

で
商
売
に
行

っ
て
い
る
の
は
奴
脾
の
便
了
で
あ
る
。
彼
は

一
人
で
船
を
使

っ
て
都
市
と
農
村
を
商
売
を
し
て
歩
く
こ
と

を
言

い
渡
さ
れ
て
い
る
。
八
号
墓
か
ら
は
船
の
明
器
と
、
四
四
体

の
木
偏
、
そ
れ
に
対
応
す
る
職
務
と
名
前

の
書
か
れ
た
遣
策
と
が
発

見
さ
れ
た
が
、
そ
の
う
ち
六
体
の
木
偏

に

「大
奴
孝
擢
」

(第
七
九
簡
)
の
よ
う
に
船

に
関
係
す
る
職
務
名
の
造
築
が
対
応
し
て
い
た
。

こ
の
数
を
被
葬
者

の
生
前

の
生
活
そ
の
も
の
と
考

え
る
な
ら
、
四
四
人
の
奴
脾
の
う
ち
に
、
船
を
操
る
こ
と
を
専
門
に
し
た
者
が
六
人
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い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

一
方
、

一
〇
号
墓
か
ら
出
土
し
た
木
偏
は
奴

一
体
、
脾
二
体
で
、
や
は
り
そ
の
数
を
実
数
と
す
る
な
ら

所
有
し
て
い
た
奴
埠
の
数
は
三
人
で
あ
る
。
彼
等
が
ど
の
様

に
使
用
さ
れ
て
い
た
の
か
を
知
る
術
は
な
い
が
、
あ
る
程
度
の
事
業
を
営

む
の
で
あ
る
な
ら
三
人
の
奴
碑
で
は
人
手
が
足
り
な
い
の
は
明
白

で
あ
る
。当
時
の
奴
脾
の
値
段
は

一
人

一
万
二
千
銭
と
高
額
で
あ
る
。

そ
こ
で
生
活

に
困

っ
た
農
民
を
雇

っ
て
都
市
や
農
村

へ
商
売

に
行
か
せ
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
張
櫃

の
経
済
力
が
八
号
墓

の
被
葬

者
に
は
及
ば
な
い
こ
と
か
ら
も
推
測
で
き
る
。
こ
れ
と
似
た
例
が

『史
記
』
「貨
殖
列
伝
」
に
登
場
す
る
師
史

の
事
業

で
あ
る
。
彼
は
行

へ
に

　

商
人
を
う
ま
く
使
う
事
で
七
千
万
の
富
を
得
た
の
で
あ
る
。

三

張
堰

の
財
産
に
つ
い
て

張
櫃
の
財
産

に
つ
い
て
直
接
に
知
る
手
掛

か
り
は
な
い
が
、
役

の
収
入
は
事
業
か
ら
の
利
益
と
里
正
の
俸
禄
で
あ
る
。
ま
た
陶
倉
が

副
葬
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら

(「簡
報
」
四
九
頁
)、
あ
る
程
度

の
土
地
を
所
有
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

張
堰
の
所
有
す
る
奴
脾
の
数
は
前
述

の
出
土
木
偏
か
ら
み
る
と
三
人
で
あ
る
が
、
渡
辺
信

一
郎
氏
に
よ
る
と
同
数

の
奴
脾
を
所
有
す

　
　

　

る
者

が

『
展
延
漢
簡
』

に
み
え
て
お
り
、

五
頃

の
土
地
や
五
匹

の
馬

な
ど
合

わ
せ

て
そ

の
家

産
は

一
五
万
金

で
あ

る
。
奴
脾

の
数

だ
け

で
辺
境

の
展
延

の
例

と
単
純

に
比
較

す
る

こ
と
は

で
き
な

い
が
、
張
優

の
財
産

も
そ
れ

に
近

い
も

の
で
あ

っ
た
の
で
は
な

い
か
。
彼

の

多
忙

さ
を
考

え
る
と
そ
れ
以
上

で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な

い
。
家
産

一
五
万
金

と

い
う
と

こ
の
時
代

の
中
家

(家
産

四
、
五
金

か
ら

一
五
、

　
　

へ

六
金
)

の
上
位

に
属

す
る
。

　
ぶ

　

『
塊
鉄
論
』

「
散
不
足
扁
」
に
富

む
者

は
封
土

の
あ
る
墓
を
築
き
、
中

く
ら

い
の
者

は
堂

を

つ
く
る
と
あ
る
。

こ
の
記
述

に
も

と
ず
く

と
張
橿
は
大
家

に
属

す
る

こ
と

に
な

る
。

ど
ち
ら
か
確
定

す
る

こ
と
は
難

し

い
が
、

ち

ょ
う

ど
大
家

と
中
家

の
間

ぐ
ら

い
に
属

す
る

の

で
は
な

い
か
と
思

う
。
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四
章

江
陵
の
社
会
と
張
優

一

江
陵
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン

ま
ず
江
陵
の
地
理
的
条
件
で
あ
る
が
、
前
述

の
よ
う
に
前
漢
時
代

の
江
陵
の
南
東
に
は
雲
夢
沼
沢
が
広
が
っ
て
い
た
。
潭
水
、
温
水

の
河
口
近
く
に
位
置
し
、
長
江
に
臨
ん
で
お
り
、
陽
水
か
ら
漢
水
に
出
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
な
ど
水
利
に
恵
ま
れ
て
い
た
。
『史
記
』

ニ
パ

レ

に
も
当
時
こ
の
辺
り
が
河
川
に
よ
っ
て
繋
が

っ
て
い
た
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
巴
蜀
や
宛

の
地
な
ど
に
通
じ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

馬
王
堆
出
土
の
地
図
も
水
系
を
中
心

に
描
か
れ
て
お
り
、
当
時
の
中
長
距
離

の
交
通
は
船
が
重
要
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
、
江

陵
は
交
通
の
便
が
大
変
よ
か
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
黄
氏
氏
の
説

に
よ
る
と
前
漢
時
代
の
江
陵
城
は
現
在
の
荊
州
城
の
南

に
位
置

し
、

長
江
に
面
し
て
い
た
。

鳳
園
山
八
号
墓

・
一
六
八
号
墓
か
ら
明
器

の
木
船
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
は
前
述
し
た
。
そ
れ
ら
の
被
葬
者
も
副
葬
品
な
ど
か
ら
見
て

張
偲
と
同
様
、
商
売
を
行
な

っ
て
い
た
ら
し
く
、
船
を
駆
使
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な

い
。
「中
販
共
待
約
」
の

「販
」
を

「
販
」
と

エ
ぶ

　

書
く
こ
と
か
ら
も
商
業

に
船
が
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

後
漢
時
代
の
記
録

に
よ
る
と
南
郡
全
体

で
戸
数

一
二
万
五
千
五
百
七
十
九
戸
、
口
数
七

一
万
八
千
五
百
四
人
、
県
数
は

一
八
県
と
な

ヘ
パ

　

っ
て
い
る
。

こ
れ
ら

の
数
字

を
元

に
計
算

す
る
と
、
江
陵

一
県

の
戸
数

は
約
七
千
戸
、
人

口
は
約

四
万

人
と

い
う

こ
と
に
な
る
。
当
時

　
ぶ

　

の
長
安
県
の
人

口
が
約

二
四
万
六
千
二
百
人
、
成
都
県

一
七
万
五
千
九
百
二
十
四
人
、
宛
県

一
七
万
五
千
九
百
二
十
四
人
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
に
比

べ
れ
ば
は
る
か
に
小
さ
い
中
小
都
市

で
あ

っ
た
。
し
か
し

『漢
書
』
「地
理
志
」
に

「江
陵
亦

一
都
会
也
」
と
い
う
記
述
が
あ

る
こ
と
か
ら
都
会
と
し
て
十
分
に
認
知
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

次

に
江
陵
地
方

の
産
業

に
つ
い
て
史
書

に
み
え
る
記
録
を
ひ
ろ

っ
て
み
よ
う
。
『漢
書
』
「地
理
志
」

の
荊
州

の
項
目
に
は
、
羽
施
や
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丹

・
歯

・
革

・
金

三
品

(金

・
銀

・
銅

)

と

い

っ
た
鉱
物

、
椀

、
幹

、
枯
、
柏

な
ど
の
木
材
、
砥

な
ど
の
石
材
、
菌

と

い

っ
た
竹
製
品

二
巴

(
56

)

二
巴

と
記
述

さ
れ

て

い
る
。

『
史
記
』
や

『
塩
鉄
論
』
に
も
ミ
カ

ン
や

ユ
ズ

を
産

す
る

こ
と
が
書

か
れ

て
い
る
。
江
陵
は
肥
沃
な
雲
夢

に
近

い

ゑ
シ

と

い
う
利
点

も
あ

り
、
荊
州
地

区
は
産
業

が
豊

か
で
あ

っ
た

こ
と
が
う

か
が
え
る
。

・

最
後

に
時
代
背
景

で
あ
る
が
、
裏
氏

の
指
摘

す
る
よ
う

に
景
帝

二
年

三
月

か
ら
四
年

七
月

ま

で

(
一
〇
号
墓

の
埋
葬

年
は
景
帝

四
年

ロ
　

六
月

)
、
南
郡

の
地

に
は
臨

江
国
が
置

か
れ
て

い
た
。
つ
ま

り

こ
の
期
間
、
徴
税
権
な

ど
は
王

に
あ

っ
た

の
で
あ
る
。
ま
た
景
帝

三
年
正

月

か
ら

三
か
月

に
わ
た

っ
て
呉
楚
七
国

の
乱

が
起

こ

っ
て
お
り
、
当
然

こ

の
地
方

も
戦
乱

に
巻

き
込

ま
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら

ハ
　

ね

の
結
果
、
徴
税
方
法
や
官
僚
制
が
中
原
な
ど
他

の
地
区
な
ど
よ
り
あ
る
程
度
イ
レ
ギ

ュ
ラ
ー
だ

っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

二

江
陵
社
会
と
張
堰
の
役
割

前
述
し
た
よ
う
に
張
優
は
平
里
の
人
で
、
市
場
里

・
鄭
里
な
ど
幾

つ
か
の
里
正
を
兼
任
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。

一
六
八
号
墓
の
被

へ
の

　

葬
者
嬰
遂
は
市
場
里
の
人
で
五
大
夫

の
爵
位
を
持
ち
、
鋳
銭
業
者

で
あ

っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
比
較
的
近
い
と
こ
ろ
に
少
な
く

と
も
二
人
の
実
力
者
が
い
た
こ
と
に
な
る
。

市
陽
里
は

「市

の
南
側

の
里
」
の
意
味
に
と
れ
、

こ
こ
で
は
江
陵
城
の
南
側

に
あ
る
里
と
解
釈

で
き
る
。
江
陵
城
が
長
江
沿

い
に
あ

　
ゼ

へ

っ
た
と

い
う
黄
氏
の
説
を
と
る
な
ら
市
場
里
は
長
江
に
面
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
水
運
が
盛
ん
で
あ

っ
た
江
陵
地
方
で
は

地

の
利
に
恵
ま
れ
た
場
所
と

い
え
よ
う
。
そ
こ
を
張
櫃
も
嬰
遂
も
商
売
上
の

一
拠
点
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で

「鄭
里
康
簿
」
に
見
ら
れ
る
種
籾
を
借
り
た
戸
数
は
二
五
戸
で
あ
る
。
こ
の
時
代

の

一
里
の
戸
数
は
公
式
に
は

一
〇
〇
戸

で
、
こ
れ
を
基
準

に
す
る
と
四
分

の

一
の
家
が
種
籾
を
借
り
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
こ
と
に
な
る
。
馬
王
堆

の
地
図
で
は
最
小
の
里

で

一
二
戸
、
最
大

一
〇
八
戸
で
あ
る
が
、
そ
の
平
均
的
戸
数
は
約
四
〇
戸
か
ら
五
〇
戸
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
辺
境
で
あ
る
こ
と
や
戦
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時
下
で
あ
る
こ
と
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
数
を
も
と
に
す
る
と

一
里
の
半
分
が
種
籾

の
貸
与
を
受
け
る
貧
農
で
あ

っ

た
こ
と
に
な
る
。
種
籾
を
借
り
た
家
の
所
有
す
る
畝
数
も
平
均
二
七
畝
で
、
漢
代

の
平
均

一
〇
〇
畝

に
は
遠
く
及
ば
な

い
。

一
方

こ
れ
ら
貧
農
と
対
照
的
な
生
活
を
想
像
さ
せ
る
の
が
嬰
遂
を
は
じ
め
と
す
る
鳳
風
山
漢
墓

の
被
葬
者
た
ち
で
あ
る
。
前
述
の
よ

う
に

一
六
七
号
墓
の
被
葬
者
は

「
二
千
万
銭
」
と
書
か
れ
た
遣
策
と
銭
と
共
に
埋
葬
さ
れ
て
い
た
。
出
土
し
た
偏
の
数
を
実
際
と
数
と

考
え
る
と
、
彼
女
の
所
有
す
る
奴
碑
は
二
五
名
で
あ
り

「発
掘
簡
報
」
で
は
県
令
を
勤
め
る
ほ
ど
の
財
力

と
し
て
い
る
。
『史
記
』
の
江

(磐

准
の
南
に
千
金

の
財
産
を
持

つ
家
は
な
い
と
い
う
記
述
は
誤

っ
た
認
識
と
い
え
る
。
ま
た
九
号
墓
被
葬
者
は
明
器
の
木
船
の
材
料
に
使

わ
れ
た

「安
陸
守
丞
」
の
廃
棄
文
書
を
持

っ
て
い
た
こ
と
か
ら
安
陸
の
太
守
か
そ
の
関
係
者

(家
丞
な
ど
)
も
し
く
は
そ
の
家
族
と
見

ら
れ
て
い
る
。
所
有
し
て
い
た
奴
碑
は

一
九
名
で
あ
る
。
ま
た
、
八
号
墓
被
葬
者
は
船
な
ど
含
む
い
っ
そ
う
豊
富
な
副
葬
品
と
四
四
体

に
も
上
る
奴
脾
備
と
と
も
に
埋
葬
さ
れ
て
い
た
。
墓
の
規
模
、
副
葬
品
の
量
や
質
か
ら
み
て
彼
等
は
明
ら
か
に
大
家

ク
ラ
ス
に
属
す
る

層

で
あ
る
。

鳳
風
山
漢
墓
群

の
中

で
や
や
地
味
な

一
〇
号
墓
と
同
ク
ラ
ス
と
思
わ
れ
る
も
の
を
墓
の
規
模
か
ら
ひ
ろ

っ
て
み
よ
う
。

一
構

一
棺

の

　
ぽ

　

墓

が
ほ

と
ん
ど
で

一
・
二

・
六

・
七

(
一
棺

の
み
で
や
や
小

さ
め
)
・
一
二

・
=
二
号
墓
が
あ
げ
ら
れ

る
。

こ
れ
ら
は
副
葬

品
が

ほ
と
ん

ど
残

っ
て

い
な
か

っ
た
た
め

一
概

に
比
較

は

で
き
な

い
が
、

一
〇
号
墓

の
張

優
と
同
程
度

の
経
済
力

の
あ

っ
た
人

々
で
は
な

い
か
。

つ

ま
り
中

家

と
大
家

の
境

界
辺
り

に
属
す

る
家

で
あ
る
。

ま
た
張
櫃

と
組

ん
で
事
業

に
出
資

し
た
人

々
も
経
済
的

に
余
裕

の
あ
る
人

々
で

あ

ろ
う
。

『史
記

』
「
貨
殖

列
伝
」
に

「
大
著
傾

郡
、
中
者
傾
県
、
下
者
傾

郷
里
、
不
可
勝
数
」
と

い
う
記
述

が
あ

る
。
鳳
風
山
漢

墓
群

で
は
前

者

は
少

な
く

と
も
県
単
位

に
影
響
力

を
持

ち
、
後
者

は
郷
里
単
位

に
力

を
持

っ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
よ
う
。
も

ち
ろ
ん
彼
等

の
ほ

か
に

も
江
陵

に
は
富

裕
な
人

々
が
存
在

し

て
い
た
は
ず

で
あ
る
。
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『漢
書
』
「食
貨
志
」
の
晃
錯

の
上
奏

に
は
農
民
と
商
人
の
隆
盛
が
綿

々
と
語
ら
れ
て
お
り
、
商
人
が
農
民
を
吸
収
し
、
農
民
は
土
地

{芭

を
手
放
し
流
民

に
な
る
し
か
な

い
と
描
写
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
江
陵
の
張
櫃
の
ま
わ
り
で
は
や
や
状
況

が
違
う
こ
と
で
あ
る
。
も
と
も
と
こ
の
辺
り
は
天
子
が
飢
え
た
山
東

の
人
々
を
移
住
さ
せ
よ
う
と
詔
を
出
し
た
ほ
ど
豊

か
と
さ
れ
て
い

品
[

た
地
方

で
あ
る
。
確

か
に
鄭
里
の
農
民
は
所
有
す
る
土
地
も
少
な
く
、
種
籾
を
借
り
ね
ば
な
ら
な
い
状
態
で
あ
る
が
、
も
う

一
つ
の
生

活
手
段
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
張
便
た
ち
の
よ
う
な
中
小
の
商
業
組
織

に
加
わ
る
こ
と
に
よ
る
生
計
維
持
で
あ
る
。
前

に
述

べ

た
よ
う
に
多
く
の
奴
脾
を
使
う
こ
と
の
で
き
な
い
張
値
た
ち
に
と
っ
て
も
、
生
活
に
困

っ
た
農
民
に
も
互
い
に
利
益
が
あ
る
事
業
形
態

が

「中
販
」
な
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
大
家
と
貧
家

の
中
間

に
あ

っ
て
、
貧
家

の
労
働
力
を
利
用
し
事
業
を
行
う

こ
と
で
貧
家

の
経
済
的
な
補
填
を
行

っ
て
い

た
の
が
張
堰
ら
大
家
と
中
家

の
境
界
に
当
た
る
人
々
で
あ

っ
た
。
彼
等
は
そ
の
地
方
の
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
富
を
持

っ
て
い
た
わ
け
で
は

な

い
。
し
か
し
郷
里
の
中
の
実
力
者
と
し
て
認
め
ら
れ
る
だ
け
の
地
位
と
経
済
力
が
あ

っ
た
。
こ
の
層

の
人
々
は
史
書

に
取
り
上
げ
ら

れ
る
ほ
ど
華

々
し

い
活
躍
を
し
た
わ
け
で
は
な

い
が
、
確
実
に
地
方
経
済

の
担

い
手
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
彼
等
を
育

て
る
土
壌
が
江
陵

に
は
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
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終

り

に

 

こ
れ
ま
で
鳳
團
山

一
〇
号
墓
の
文
書
を
商
業

の
視
点
か
ら
検
討
し
て
き
た
が
、
資
料

の
制
約
上
、
推
量
を
重
ね
た
と
こ
ろ
が
多
く
、

や
は
り
他

に
類
似

の
出
土
文
書
が
な

い
と
い
う
の
が
論
を
進
め
る
上
で
難
点
と
な

っ
た
。

文
帝
か
ら
景
帝
期
は
資
料

こ
そ
多
く
は
な
い
が
、
繁
栄

の
時
代
の
例
と
し
て

『漢
書
』
「食
貨
志
」
で

「錐
百
姓
皆
富
、
不
及
文
景
」

と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
戦
国
時
代
以
降
、
大
商
人
の
記
録
は
呂
不
章
を
は
じ
め
多

い
が
、
漢
帝
国
の
成
長
期
と
い
え
る
文
景
期

に
、
民



間

で
資
本
を
出
し
合
う
形
の
中
小

の
商
業
組
織
が
あ

っ
た
こ
と
も
注
目

に
値
す
る
だ
ろ
う
。
大
規
模
商
人
と
座
売
居
の
中
間
を
埋
め
る

の
が
彼
等

「中
販
」
で
あ
る
。
「中
販
」
は
地
方
都
市
に
お
い
て
利
益
を
上
げ
る
の
み
な
ら
ず
、
結
果
的
に
農
村

の
経
済
的
な
補
填
の
役

目
も
果
た
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
支
え
る
経
済
的
な
力
が
江
陵
に
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。
漢
代

に
張
催
た
ち
の
よ
う
な
例
が
ど
れ
だ

け

一
般
的
で
あ

っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
都
市

と
の
関
わ
り
や
、
農
業

の
状
態

に
左
右
さ
れ
て
地
域
差
が
あ

っ
た
こ
と
も
十
分
考
え

ら
れ
る
。
そ
れ
を
解
明
す
る
に
は
新
た
な
文
書

の
登
場
し
か
な
く
、
そ
し
て
単

に
文
書

の
解
釈
を
す
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
考
古
学
的

な
面
か
ら
の
ア
プ

ロ
ー
チ
も
必
要
だ
と
思
う
。
他

の
新
し

い
デ
ー
タ
と
共

に
再
び
鳳
風
山

一
〇
号
裏
文
書

に
対
し
て
総
合
的
な
検
討
が

加
え
ら
れ
る
日
を
心
か
ら
待
ち
望
ん
で
い
る
。

註
(1
)

長
江
流
域
第

二
文
物
考
古
工
作
人
員
訓
練

班

「
湖
北
江
陸
風
風
山
西
漢
墓
発
掘
簡
報
」
『文
物
』

一
九
七
四
年
六
期

(以
後
、
本
文
中

に
引
用

の
際
に
は

「簡
報
」
と
略
し
真
数

の
み
記
す
)
、
四
六
頁
。

弘

　

「江
陵
鳳
風
山

一
〇
号
漢
墓
出
土
簡
腰
初
探
」
『文
物
』

一
九
七
四
年
六
期
、

(以
後
、
本
文
中

に
引
用
の
際
に
は

「弘
論
文
」
と
略
し

真
数

の
み
記
す
)、

八
三
頁
。

芙
錫
圭

「
湖
北
江
陸
風
風
山

一
〇
号
漢
墓
出

土
簡
腰
考
釈
」
『文
物
』

一
九
七
四
年
七
期

(以
後

、
本
文
中
に
引
用
の
際
に
は

「装
論
文
」
と

略
し
真
数

の
み
記
す
)、
五
四
頁
。

な
お
、
黄
盛
璋
氏
は

「
江
陸
風
風
山
漢
墓
簡

腰
及
其
在
歴
史
地
理
研
究
上
之
価
値
」
『文
物
』

一
九
七
四
年
六
期

(以
後
、
本
文
中
に
引
用
の

際

に
は

「黄
論
文
」
と
略
し
頁
数
の
み
記
す
)
の
七
〇
、

一
頁

に
於

い
て
、
「
四
年
後
九
月
」
を

「
四
年
夏
六
月
」
と
釈
読
し
た
う
え
で
、
前
述

王
氏
と
同
じ
年
代
を
引
き
出
し
て
い
る
。

(2
)

注

一
、
「簡
報
」

(3
)

注

…
、
「黄
論
文
」

(
4
)

注

一
、
「弘
論
文
」

(5
)

注

一
、
「裏
論
文
」
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(6
)

陳
柞
龍

「関
於
湖
北
雲
夢

・
江
陵
出
土
的
両
種
本
蹟
」
『簡
蹟
学
報
』
三
、

一
九
七
五
年
。

(7
)

好
並
隆
司

「
湖
北
江
陸
風
風
山
十
号
漢
墓

出
土

の
竹
木
簡
腰

に
つ
い
て
」

『秦
漢
帝
国
史
研
究

』。

(8
)

永
田
英
正

「
江
陵
鳳
園
山
漢
墓
出
土
の
簡
膿
1

と
く
に
算
銭
を
中
心
と
し
て
ー

」
『森
鹿
三
博
士
領
寿
記
念
論
文
集
』

一
九
七
七
年

(9
)

大
場
修

「中
国
簡
贋
研
究
の
現
状
」
『木
簡

研
究
』

,
、

一
九
七
七
年
。

(
10
)

杉
本
憲
司

「漢
墓
出
土

の
文
書

に
つ
い
て
1

特

に
湖
北
江
陸
風
鳳
凶
漢
墓

に
つ
い
て
ー

」

『橿
原
考
古
学
研
究
序
論
集
』
第
五
、

一
九
七

九
年
。

(11
)

山
田
勝
芳

「漢
代
の
算
と
役
」
『東
北
大
学
教
養
部
紀
要
』

二
八
号
、

,
九
七
七
年
。

(12
)

山
田
勝
芳

「鳳
風
山
十
号
文
書

と
港
初
の
商
業
」

『東
北
大
学
教
養
学
部
紀
要
』
一・三
、号
、

一
九
七
九
年
。

(13
)

彰
浩

「鳳
嵐
山
漢
墓
遣
兼
補
釈
」
『考
古
学
文
物
』

一
九
八
二
年
五
期
。

(14
)

陳
振
袖

「従
鳳
風
山
簡
順
看
文
景
時
期
的
農
業
生
産
」
『農
業
考
古
』

一
九
八
.
一年

一
期
。

(15
)

李
考
林

「世
界
会
計
史
上
的
珍
貴
資
料
」

『江
漠
考
古
』

一
九
八
三
年

二
期
。

(16
)

銭
伯
泉

「従

『中
販
共
待
約
』
看
漢
初
的
商
業
活
動
」
『中
国
社
会
経
済
史
研
究
』

一
九
八
六
年
二
期
。

(17
)

注
九
、
大
場
論
文

七
六
頁
。

(18
)

注

,
○
、
杉
本
論
文

五

一
五
-
五

.
七
頁
。

(
19
)

『後
漢
書
』
「劉
趙
淳
干
江
劉
周
列
伝
」
「
吾
、
日
者
、
夢
見
先
師
東
里
先
生
、
与
我
講
松
陰
堂

之
奥
。
既
而
長
歎
。
豊
吾
歯
之
尽
乎
。
若
命

終
之
日
、
桐
棺
足
以
周
身
、
外
廓
足
以
周
棺

、
散
形
懸
封
、
濯
衣
偏
巾
。
編
二
尺
四
寸
簡
、
写
尭

典

一
篇
、
井
刀
筆
各

一
、
以
置
棺
前
、
示
不

忘
聖
道
。
其
月
望
日
、
無
病
忽
終
、
学
者
以

為
知
命
焉
」

(20
)

鳳
嵐
山

一
六
七
号
漢
墓
発
掘
整
理
小
組

「江

陵
鳳
鳳
山

一
六
七
号
漢
墓
発
掘
簡
報
」
『文
物
』

一
九
七
六
年

一
〇
期
三
四
頁
。
紀
南
城
鳳
風
山

一
六
八
号
漢
墓
発
掘
整
理
組

「
湖
北
江
陵
鳳

風
山

一
六
八
号
漢
墓
発
掘
簡
報
」
『文
物
』

一
九
七
五
年
九
期
四
頁
。

(21
)

「横

一
旦
ハ」
を

「臆

一
具
」
に
通
じ
る
と
解

釈
す
る
説

(「黄
論
文
」
七
〇
頁
)
が
あ
る
。
し
か
し

「槙
」
は

『説
文
解
字
』
な
ど
に
よ
る
箱

状

の
も
の
を
表
す
の
で
、
副
葬
品
中

の
奮

の

一
つ
と
考

え
ら
れ
る
。

(22
)

注
二
〇
、

一
六
七
号
墓
発
掘
簡
報
三
七
頁
。

(23
)

注

一
二
、
山
田
論
文

一
八
〇
頁
。

(24
)

『訊
問
解
字
』
「月
船
也
。

(中
略
)
按
船
字
甲
文
作
目
金
文

『浪
楽
友
』
作
目
、
『舟
宴
』
作
刀

」

(25
)

宇
都
宮
清
吉
「憧
約
研
究
」
『漢
代
社
会
経
済
史
研
究
』
二
八
九
頁
。
「家

の
後
ろ
の
林
が
あ
る
わ

い
。
船
を
造
る
に
ゃ
あ
つ
ら
え
む
き
じ
ゃ
。
」

(
26
)

注

一
〇
、
杉
本
論
文
五

一
二
頁
。
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(27
)

注
七
、
好
並
論
文

二
七
三
ー
二
八
〇
頁
。

(28
)

『漢
書
'　
「食
貨
志
」
に

「
大
月

一
石
半
」
と
あ
る
の
で
、
成
人

一
人
の

、
か
月

の
食
料
が

一
石
半

と
す
れ
ば
、
簡

の
記
録
は
食
料

と
す
る
に
、

は
少
な
い
。

(29
)

注

一
一
、
山
田
論
文
二
四
頁
。

『雲
夢
秦
簡
』
「倉
律
」
「種

:
稲
麻
畝
用

二
斗
大
半
斗
米
麦
畝

一
斗
黍
苔
畝
大
半
斗
叔
畝
半
斗
利

田
疇
具
有
不
義
此
数
者
可
殴
其
有
本
者
横

議
種

倉
」
(山
田
氏
訳

種

:
稲
、
麻

は

一
旗
辺
り
二
斗
と
三
分
の
、
二
斗
禾
、
麦
は

一
顧

あ
た
り

一
斗
、
黍
、
苔
は

一
顧
あ
た
り
三
分

の
二
斗
、
寂

は

一
顧
あ
た
り
半
斗
を
標
準
蒔

き
量
と
す
る
。
生
産
を
利
す
る
な
ら
こ
れ
よ
り
少
な
く
て
も
良

い
。
こ
れ
以
外
の
も
の
で
当
地
で

も
と
も
と
栽
培
し
て
き
た
も
の
に
つ
い
て
は
数
量
を
審
議
決
定
し
て
種
え
よ
。

倉
律
)

(30
)

注
八
、
永
田
論
文

一
四
二
頁
。

(31
)

注

一
一
、
山
田
論
文

二
二
ー

三
頁
。

(32
)

弘
氏
は

「
七
人
」
と
読
ん
で
い
る

(七
八
頁
)
が
、
写
真
で
は

「十
人
」
と
読
め
る
の
で

一
〇
人
と
す
る
。

(33
)

黄
氏
は

「約
大
阪
銭

二
百
」
(傍
点
筆
者
)
と
読
み
、
「そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
二
百
銭
を
出
す
」
と
解
釈
し
た
が
、

こ
.」
で
は

「
約
入
販
銭
二
百
」

と
解
釈
し
た
弘
氏

(七
八
頁
)
と
山
田
氏

(注

二

一論
文

一
八
三
頁
)
の
説
を
支
持
す
る
。

(34
)

「非
前
謁
」
を
黄
氏
は

「於
前
謁
」
と
釈

議
し
て

い
る

(六
七
頁
)。
馬
王
堆

一
号
墓
の
遣
策

(第
五
二
簡
)
で
も
同
様
の
字
を

「非
」
と
し

て

い
る
こ
と
か
ら
、
「
非
」
と
釈
議
し
た
。

(35
)

こ
の
部
分
を
出
田
氏
は

「販
」
に
従
事
レ
た
看
た
ち
の
共
同
賠
償

の
意
味

と
し
て

い
る
が

(注

二

一論
文

一
八
四
頁
)、
「
販
」
の
プ
ー
ル
の

中

か
ら
出
す
も
の
と
解
釈
し
た
い
。

(36
)

『漢
書
』
「恵
帝
紀
」
「六
年
冬
十
月
辛
丑
薔
玉
肥
聲
。
令
民
得
費
爵
」

(
37
)

『漢
書
』
「食
貨
志
」
「於
是
文
帝
従
錯
之
言
、
令
民
入
粟
邊
、
六
百
石
爵
上
造
、
梢
土
會
至
四
千
石
爲
五
大
夫
、
萬

二
千
石
爲
大
麻
長
、
各

以
多
少
級
数
爲
差
。
(中
略
)
上
復
従
其
言
、

乃
下
詔
賜
民
十

、
一年
租
税
之
半
」

(38
)

注

一
一
一、
山
田
論
文

一
八
五
頁
。

(39
)

『漢
書
』
「食
貨
志
」
「後
十
三
歳
考
量
二
年
、
令
民
半
出
田
租
、
三
十
而

一
也
。
其
後
、
上
郡
以
西
早
、
復
修
實
爵
令
」

(
40
)

注

一
〇
、
杉
本
論
文
五

一
二
頁
。

(41
)

ひ塩
鉄
論
』
「散
不
足
篇
」
「今
懸
官
多
蓄

奴
碑
、
座
稟
衣
食
、
私
作
産
業
」
と
い
う
記
述
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
官
職
を
持
ち
な
が
ら
事
業
を

営
ん
で
い
た
者
が
多
か

っ
た
の
で
あ
る
。

(42
)

注
八
、
永
田
論
文

二
二
八
頁
。
永
田
氏
は
展
延
漢
簡
か
ら
以
下
の
記
録
を
引

い
て

い
る
。
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「榮
陽

秋
紙
銭
五
千

束
利
里
父
老
夏
聖
等
教

(～
)
数

西
郷
守
有
税
志
臣
佐
順
臨

従
請
親
閲
」

(四
五

・
一
労
図
四
七
〇
)

「北
[
口

秋
賦
銭
五
千

口
口
里
父
老
口
口

正
安
釈
口
口

畜
夫
食
佐
吉

受
」
(
五
二
六

・
.

労
図
四
五
七
)

(43
)

注

一
二
、
山
田
論
文

一
八
六
ー

七
頁
。

(44
)

注

二
.
一、
宇
都
宮
論
文

「憧
約
研
究
」
二
八
九
頁
。

(45
)

佐
藤
武
敏

「中
国
古
代

の
麻
織
物
業
」
『中
国
古
代
工
業
史

の
研
究
』

一
八
六
一

二
〇

一
頁
。

(46
)

こ
れ
に
つ
い
て
好
並
氏
は
被
葬
者
が
農
民
の
田
租
を
代
納
し
た
か
ら
で
あ
る
と
し
て
い
る
が

(注

二
七
)、
し
か
し

「鄭
里
塵
簿
」
を
公
的
貸

与

と
す
る
と
そ
の
関
係
は
成
立
し
な

い
。

(47
)

『史
記
』
「貨
殖
列
伝
」
「洛
陽
街
居
在
斉
秦
楚
趙
之
中
、
貧
夫
学
事
富
家
、
相
衿
以
久
費
、
数

過
邑
不
入
門
、
設
任
此
等
、
故
師
史
能
到
七

千
萬
」

(48
)

渡
辺
信

一
郎

『中
国
古
代
社
会
論
』
第

一
章

二
四
頁

・
三

一
頁
注
二
五
。

『展
延
漢
簡
』
「
一
三
七
葉
蘭
番
号
三
七

・
三
三
」
「
小
奴
二
人
直
三
萬
。
大
姉

一
人
二
萬
。
朝
草

.
一乗
直
萬
。
用
馬
五
匹
直
二
萬
牛
車

二
両

直
四
千
。
服
牛
二
六
千
。
宅

一
遍
萬
。

田
五
頃

五
萬
。
●
凡
費
直
十
五
萬
」

(
49
)

渡
辺
信

一
郎
氏
は
鳳
園
山
漢
墓

の
中

に
中
家

は
な
い
と
し
て
い
る

(注
四
九
、
渡
辺
論
文
二
五
頁
)
が
、
八

・
一
六
七

・
一
六
八
号
墓

(大

家
に
属
す
る
だ
ろ
う
)
と

一
〇
号
墓
の
隔
り
の
大
き
さ
を
考
慮
し
た

い
。

(50
)

『塊
鉄
論
』
「散
不
足
篇
」
「今
富
者
積
土
成

山
、
列
樹
成
林
、
書
樹
連
関
、
集
観
増
棲
。
中
者

祠
堂
屏
閣
。
垣
岡
垣至
恩
」

(51
)

『史
記
』
「河
渠
書
」
「干
楚
、
西
方
則
通
渠
渓
水
、
雲
夢
之
野
東
方
則
通
溝
江
准
之
間
。
於
呉
劇

通
渠
三
江
、
五
湖
。
於
斉
則
通
。
済
之
間
。

砂
蟹
、
蜀
守
氷
盤
離
確
、
辟
沫
泳
之
害
、
穿
二
江
成
都
之
中
。
此
渠
皆
可
行
舟
、
有
験
用
慨
浸
、

百
姓
饗
其
利
。
全
手
所
過
、
往
往
引
真
水
益

用
慨
出
疇
之
渠
、
以
萬
億
計
、
然
莫
足
数
也
」

(52
)

黄
盛
璋

「関
子
江
陸
風
風
山

一
六
八
号
漢
墓
的
凡
介
問
題
」
『考
古
』
↓
九
七
七
年

一
期
四
八
-

五
〇
頁

(以
後
、
本
文
中
に
引
用

の
際
は
「黄

論
文
」
11
と
略
す
)

(53
)

『漢
書
』
「地
理
志
」
「南
郡

(中
略
)
戸
十

二
萬
五
千
百
七
十
九
、
口
七
卜

一
萬

八
千
五
百
四
十

」

(54
)

宇
都
宮
清
吉

「西
漢
時
代

の
都
市
」
『漢
代
社

会
経
済
史
研
究
」

二

六
頁
、
な
お
成
都

と
宛

の
人
口
は
宇
都
宮
氏
の
推
定

(55
)

『漢
書
』
「
地
理
志
」
「荊
及
衡
陽
惟
荊
州
。

(中
略
)
貢
羽
施
、
歯
、
革
、
金
三
品
、
純
、
幹
、
枯
、
柏
、
属
、
砥
、
弩
、
丹
、
惟
園
路
、
楕

(後
略
ご

(56
)

『史
記
』
「
貨
殖
列
伝
」
「
蜀
、
漢
、
江
陵
千
樹
之
橘
」

(
57
)

『塩
鉄
論
』
「相
刺
篇
」
「橘
柚
生
於
江
南
、
而
民
皆
甘
之
砂
口
、
味
同
也
」
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(58
)

「史
記
　
「貨
殖
列
伝
」
「越
、
禁
則
有
三
俗

。
夫
自
准
北
浦
、
陳
、
汝
南
、
南
郡
此
楚
也
。
真
俗
剥
軽
易
発
怒
地
薄
、
寡
於
積
聚
。
江
陵
故

郡
部
、
西
通
巫
、
巴
、
東
青
雲
夢
之
饒
」

(59
)

「求衣
論
文
」
五
四
頁
。
臨
江
国

の
記
録
は

『漢
書
』
「簑
市
記
し
に

「
、
}年
冬
十

二
月
、
有
墨
字

丁
西
南
。
(中
略
)
春
三
月
立
皇
子
徳
爲
河

間
王
、
閲
爲
臨
江
王

(後
略
ご

と
あ
る
。

(60
)

注

一
二
、
山
田
論
文

一
八
九
頁
。

(61
)

注
五
二
、
「
黄
論
文
」
11
、
四
三
、
四
頁
。

(62
)

注
五
二

「
黄
論
文
」
11
、
四
八
か
ら
五
〇
頁
。

(63
)

『史
記
』
「貨
殖
列
伝
」
「
総
之
、
楚
越
之
地
、
地
廣
人
希
、
飯
稲
藁
魚
、
或
火
耕
水
霧
、
果
陥
藏
蛤
不
待
買
両
足
、
地
勢
饒
食
、
無
飢
饅
之

患
、
以
故
此
口
菰
衛
生
、
無
積
聚
而
多
貧
。
是
故
江
、
准
以
南
無
凍
餓
之
人
、
亦
無
千
金
家
」

(64
)

注

一
、
「簡
報
」
四
四
頁
。
注
二
σ
、

一
六

七
号
墓
発
掘
簡
報

.
頁
。

(65
)
『漢
書
』
「食
貨
志
」
「今
農
夫
五
日
之
家
、
其
服
役
者
不
下
二
人
、
其
能
耕
者
不
過
百
畝
、
百
畝
之
収
不
遇
百
石
。

(中
略
)
此
商
人
所
以
兼
併

農
人
、
農
人
所
以
流
亡
者
也
」

(66
)

『史
記
』
「平
準
書
」
「
是
時
山
東
被
河
災
、
及
歳
不
登
数
年
、
人
或
相
食
、
方

一
二
千
里
。
天
子
燐
之
、
語
口

『江
南
火
薪
水
褥
、
令
飢
民

得
流
就
食

江
准
尉
、
欲
留
、
留
慮
』
遣
使
冠
蓋

相
麗
於
道
、
護
之
下
巴
蜀
粟
以
振
之
」

繹

文

※

第

一

一
四
簡

以
後

は
裏

氏

の
釈

文

に

よ

る
。

O

木

憤

一

不

予
者

、

陳

黒

、

宋

則

、

齋

。

二

A

市

販

共

待

約

二
B

口

口

(年

)

三
年

辛

卯

、

中

級

級

長

張

伯

、

石

晃

、

秦

仲

、

陳

伯

等

十

人

、
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三
四 四
BA

相
輿
爲
級
、
約
…
人
、
販
銭
二
百
。
約

二
…
●
會
、
銭
備
。
、
不
備
、
勿
與
同

級
、
即
販
直
行
。
共
侍
、
非

前
謁
。

●
病
、
不
行
者
、
罰
日
冊
。
、
母
人
者
、
庸
實
。

器
物
不
具
、
物
資
十
銭
。

●
共
事
…
凡
器
物
殺
傷
之
、
及
亡
、
販
共
負
之
。

非
其
器
物
、
檀
取
之
、
罰
百
銭
。

●
販
吏
令
會
、
不
會
、
會
日
、
罰
五
十
、

會
而
計
不
具
者
、
罰
比
不
會
。
爲
販
吏
、
集
器
物
及
人
。

●
販
吏
秦
仲
。

卒
里
戸
舞
廿
七
石

凡
十
四
石
二
斗
八
升
牛

藁
上
戸
錦
十
三
石

凡
二
石
八
斗
三
升

田
錦
四
石
三
斗
七
升

田
麹

一
石
六
斗
六
升

凡
光

一
石
三
斗
七
升

凡
十
四
石
六
斗
六
升

八
斗
爲
銭

二
斗
爲
銭

六
石
當
藁

一
石
當
藁

定
廿
四
石
六
斗
九
升
當
口

定
十
三
石
四
斗
六
升
給
當
口

田
棄

二
石
二
斗
四
升
牛

田
棄
八
斗
三
升

努
爲
藁
十
二
石

痴
爲
棄

三
石

翻

二
石
爲
銭

當
利
正
月
定
算
百

一
十
五

二
月
算
借
三
口
繕
兵
P

正
月
算
崩
二
結
樽
費
P

三
月
算
十
四
吏
奉
P

正
月
算
十
四
吏
奉
P

三
月
算
十
三
吏
奉
P

正
月
算
十
三
吏
奉
P

三
月
算
六
傳
徒
P
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五
A

五
B

正
月
算
廿
口

(二
)
傳
徒
P

正
月
算
口

(廿
)
四
口
口
P

當
利
二
月
定
算
百

二
月
算
十
四
吏
奉
P

二
月
算
十
三
吏
奉

P

市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市
湯 傷 陽 陽 陽 湯 傷 陽 陽 湯 傷 陽 陽

、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、

五 五 五 四 四 四 四 三 三 三 二 二 二
月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、

百

一
十
二
算
、
算
光
五
銭
、
三
千
九
百
廿
正
、
値
付
西
郷
優
佐
纏
吏
奉
P
、
受
正
口
二
百
冊
八
。

百

一
十
二
算
、
算
十
銭
、
千

一
百
廿
正
、
値
付
西
郷
佐
賜
口
銭
P
。

百

一
十
二
算
、
算
八
銭
、
八
百
九
十
六
正
、
値
付
西
郷
優
佐
纏
傳
徒
P
。

百
九
算
、
算
九
櫃
、
九
百
八
十

一
正
、
値
付
西
郷
便
佐
賜
。

百
九
算
、
算
廿
六
銭
、
二
千
八
百
舟
四
正
、
値
付
西
郷
値
佐
賜
。

百
九
算
、
算
八
銭
、
八
百
七
十
二
正
、
値
付
西
郷
櫃
佐
賜
。

百
九
算
、
算
廿
六
銭
、
二
千
八
百
舟
四
正
、
値
付
西
郷
櫃
佐
賜
。

百
九
算
、
算
八
銭
、
八
百
七
十
二
正
、
値
付
西
郷
櫃
佐
賜
。

百
九
算
、
算
九
銭
、
九
百
八
十

一
正
、
値
付
西
郷
便
佐
賜
。

百
九
算
、
算
九
銭
、
九
百
八
十

一
正
、
値
付
西
郷
優
佐
賜
、
四
月
、
五
千
六
百
六
十
八
。

百
九
算
、
算
九
銭
、
九
百
八
十

一
正
、
値
付
西
郷
徳
佐
票
P
。

百
九
算
、
算
廿
六
銭
、
二
千
八
百
冊
四
正
、
値
付
西
郷
櫃
佐
稟
P
。

百
九
算
、
算
八
銭
、
八
百
七
十

二
正
、
値
付
西
郷
橿
佐
票
P
、
五
月
、
四
千
六
百
八
十
七
。
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六
A

六
B七

市
場
、
六
月
、
百
廿
算
、
算
借
六
銭
、
四
千
三
百
廿
、
付
口
得
婦
。

郷
里
、
二
月
、
七
十
二
算
、
算
借
五
銭
、
二
千
五
百
廿
正
、
値
付
西
郷
堰
佐
纏
吏
奉
P
。

鄭
里
、
二
月
、
七
十

二
算
、
算

八
銭
、
五
百
七
十
六
正
、
値
付
西
郷
堰
佐
佐
纏
傳
徒
P
。

鄭
里
、

二
月
、
七
十
二
算
、
算
十
銭
、
七
百
廿
正
、
値
付
西
郷
徳
佐
賜
口
銭
P
。

竹
笥
二

尺
卑
、
卑

一
具
。

案

一

膳

二
束

望
笥

一

食
卑
、
卑

一
具
。

布
稟
食

一

豚

一
口

圃

一

食
検

一
具

練
稟
米
二

槌

一
具

大
奴

一
人

槙

一
具

布
惟

一
、
長
文
四
、
二
幅
。

赤
杯

三
具

大
姉

二
人

小
子

一
具

瓦
器
凡
十
三
物

黒
杯
五

口
食
卑
、
卑

一
具
。

酒
口
二
斗

一

四
年
後
九
月
辛
亥
、
卒
里
五
夫
、
張
堰
口
口
。

地
下
口
優
衣
器
物
所
以
口
口
器
物
口
令
。

食
以
律
介
從
事
。

⇔

竹

簡

市
場
租
五
十
三
石
三
斗
六

其
七
升
牛
當
口

定
冊

一
石
五
斗
三
升
孚

升
孚

其
六
石

一
斗
當
築

其

一
石

一
斗
二
升
當

托

臨
口
口
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物

其

一
斗

口
牛

當
口

其
四
石

五
斗

二
升
當
黄
白
術

凡
十

一
石

八
斗
三
升

白
稻
米

六
斗

栄

称
粟
米

八
斗
口
口
升

稻

都

一
斗

四
升
少
年

升

青
米

四
斗

饗
口
斗

(漫
滅
)

八
升
口

豆
口
斗

楽

粟

二
斗

…
…

大
牢

升

口

一
斗

四
升

稻

米

二
斗

四
升
大
牛
升
當

口

鄭
里
庫
簿
、

凡
六
十

一
石
七
斗
。

戸
人
聖
、
能

田

一
人
、

口

一
人
、

田
八
畝
十

P
、
移
越

人
戸
、
貸

八
斗
、

二
年

四
月

乙
口
。

戸
人
得

、
能

田

一
人
、

口
三
人
、

田
十
畝
十

P
、

貸

一
石
。

戸
人
撃
牛

、
能

田
二
人
、

口
四
人
、

田
十

二
畝
十

P
、
貸

一
石

二
斗
。

戸
大

野
、
能
田

四
人
、

口
八
人
、
田
十

五
畝
十

P
、
貸

一
石
五
斗
。

戸
人
療
治

、
能

田

二
人
、

口
二
人
、

田
十

八
畝
十

P
、
貸

一
石
八
斗

。

戸
人
口
、
能

田

二
人
、

口
三
人
、

田
廿
畝
、
/
今

口
奴

受
、
貸

二
石
。

戸
人
立
、
能

田

二
人
、

口
六
人
、

田
廿

三
畝
十

P
、
貸

三
石

三
斗
。

戸

人
越

人
、
能

田
三
人
、

口
六
人
、

田
舟
畝
十

P
、

貸
三
石
。

戸
人

不
章
、
能

田
四
人
、

口
七
人
、

田
舟
七
畝

〔九

二
〕
十

P
、
貸

三
石
七
斗
。

戸
人
勝

、
能

田

三
人
、

口
五
人
、
田
五
十

四
畝
十

P
、
貸

五
石

四
斗
口
口
。

戸
人
膚
、
能

田

二
人
、

口
四
人
、

田
廿
畝
十

P
、
貸

三
石
。

70



三毛三語 三≡;元 三毛言言 三三三
戸
犬

樟
、
能

田

二
人
、

口
六
人
、

田
廿
畝
十

P
、
貸

二
石
。

戸
人
小
奴
、
能

田

二
人
、

口
三
人
、

田
舟

畝
十
P
、
貸

三
石
、

戸
人
佗
、
能

田
三
人
、

口
四
人
、

田
廿
畝
十

P
、
貸

二
石
。

戸
人
定
西
、
能

田
四
人
、

戸

人
音

啓
、
能

田
三
人
、

戸

人
口
奴
、
能

田
四
人
、

戸

人
口
奴
、
能

田
三
人
、

戸

人
村
致
、
能

田
四
人

、

戸

人
公
士

田
、

戸

人
馴
、
能
田

四
人
、

戸
入

朱
市
人
、

戸
人

口
奴
、
能

田
三
人
、

戸
人

口
口
、
能

田
二
人
、

戸
人

公
士
市

人
、

(
六
)
月
十

六
日
、

六
月
廿

二
日
、

六
月
廿

五
日
、

八
月
十

三
日
、
付
干

口

四
人

、

口
六

人

、

口
七

人

、

口
口

人

、

口
六

人

、

能

田
三
人
、

口
六
人
、

口
五
人
、
田
舟
畝
十
口
。

能

田
三
人
、

口
四
人
、

口
三
人
、

口
三
人
、

能

田
三
人
、

口
四
人
、

付
司
馬
伯
某

一

付
口
口
口

二
口

二
百
五
十

一

付
五
翁
伯

口
緯

一
百
、

(王
)
兄
與
司
馬

伯
分

二
口
茄
八
、

口

一
石

五

…

…

。

田
舟
畝
十

P
、
貸
三
石
。

田
廿

七
畝
十

P
、
貸

二
石
七
斗
。

田
廿

三
畝
十

P
、
貸

二
石

三
斗
。

田
朋
畝
十

P
、
貸

四
石
。

田
舟

三
畝
十

P
、
貸

三
石

三
斗
。

田
廿

一
畝
十

P
、

貸

二
石

一
斗
。

田
計
口
。

田
口

四
畝
口
。

田
廿
畝
十
口
。

田
舟

二
畝
口
。

、
黎

冊

二
。

。

●
凡
五
百

二
。

將
直

百
朋
。

直
七
十
六
。
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五 五 五 五 五 五 五 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 三
六 五 四 三 二 一 〇 九 八 七 六 五 四 三 二 一 〇 九

九
月

く
日
、
口

口
付

口
口
笥

〔
一
二
三
〕
六
合
、
合

五
十

四
、
直

三
百
廿

四
。

九

月
四
日
、
付

五
翁
伯
某

一
、
口
茄
、
笥

三
合
、
合

五
十
四
、
直
百
六
十

四
。

九

月
七
日
、
付

五
翁
伯
笥

二
合

、
合

五
十

四
、
直

百
八
。

九

月
九

日
、
付

五
翁
伯
笥

二
合

、
合

五
十
、
直

百
、
某

一
、

口
借
。

●
凡
百
光
。

九
月
十

五
日
、
付
司

〔
馬
伯

〕
笥

二
合
、
合

五
十

四
、
直

百
八
、
束

四
黎

、
黎

七
、
直
廿

八
、
凡
百
冊

六
。

九
月
口
付

口
口
笥

二
合
、
合

五
十

四
。

●
凡
百

八
。

十
月
七

日
、
付
菓

五
黎
、
契

四
。

●
凡
廿
。

六
月
十

六
日
、

口
口
決
口
至
十
月

十
日
。

●
凡

三
月
廿

三
日
所
出
。

●
凡
千

八
百
廿
八
。

郵
得

二
、
任
甲

二
、
宋
則

二
、
野

人
四
。

●
凡
十
算
、
口

一
男

一
女

。

●
男

野
人
、

女
恵
。

寄

三
、
歓

二
、
實

一
張
母

三
、
夏
幸

一
、
口

一
男

一
女
。

●
男
母
耶

、
女
口
口
。

口
名

一
、
桃
卑

三
、
口
口

三
寅

三
。

●
凡
十
算

、
口

一
男

一
女
。

●
男
孝
、
女

口
。

農

一
、
説

一
、

不
審

二
、
口
口

三
、

口
三
。

●
凡
十
算

〔
一
五
七

〕
、
口

一
男

一
女
。

●
男

口
、
女
闇

。

口
四
、
張
伯

三
、

翁
口

一
、
傷

口

二
。

●
凡
十
算

、
口

一
男

一
女
。

●
男
季
、
女

口
口
。

口
期
三
、
異

心
、
脾

一
、
宋

上

一
、
余

二
、
餌

二
。

●
凡
十
算
、
口

一
男

一
女
。

●
男

口
期
、
女
方
。

實

泪

二
、
口
多

一
、
母
蒜

三
、
牡
農

四
。

●
凡
十
算

。

●
口

一
男

一
女
。

●
男
農
、
女

口
口
。

口

口
口
、
口
口
口
、

口
則

一
。

●
口

一
男

一
女
、

男
口
、
口
口
。

断

口

一
口
口
口
。

口

口
目疋
一
一口
。
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七 七 七 七 七 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 五 五 五
四 三 二 一 〇 九 八 七 六 五 四 三 二 一 〇 九 八 七

平 伏 憺 〔]任 如 首 臣 終 安 貞 上 越[コ 冠 敦 市 □'"口''"古 國 二 官 人'都'湯 口

中 小 宇 口 但 從 右 口"戸 乙'昆 二 乙 口 四
章 奴 二 二 二[]章 二 斯 農 人 口 論 戸 二 戸'

_戸 戸 戸 二 二 戸 二 二 口'二 二 戸 口 凡
見 二 戸 戸 戸 戸 口 聖 戸 戸 兼'[コ 十

戸 庫 澤 迭'ロ ー 二 行 傷 口'〕 口

士
抱
行
牛

行 如 士 行 孫 未 日 戸 唐 善 行 倉 男
行 子 以 行

行 行
行 行 少 書 口

抜 一 少 。 口

重 竺 日日 元
日 目 口

馬
部
少

目
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九 九 九 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 七 七 七 七 七
二 一 〇 九 八 七 六 五 四 三 二 一 〇 九 八 七 六 五

・
楊
人

・
郭
貞

・
王
口

・
口
口

大
女
楊
凡

女
延

揚
間
、
小

口
小

口
小

口
母
智

駒

場
母
智

楊
累

王
終

王
聖

郭
脩

張
母
讐

張
奴

張
時
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語 元享§嚢;三 三三日尭鵠 突雑 杢
迭 益 田 易 喜 劇 口 口 母 澤 菖 舗 舗 舗

欧 故 都 戌 之
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三=6九 八 七 六 五 四 三 ニ 一

口四
月
丁
巳
、
僚
甲
人
舎
卒
里
、
酒

二
石
四
斗
、
直

(下
欠
)

口
斗
直
九
十
、
醒
八
、
新
東
四
口

(下
欠
)

口
陽
假
千
八
百
廿

(上
欠
)
九
百
廿
六

(上
欠
)
千
六
百
九
十
八

(上
欠
)
平
里
五
十
三

(上
欠
)
里
銭
二
千
九
百
茄
二
口
受
…
故
里
銭
三
百
口
十
六

廿
移
宣
口
三
百
七
十
六
口
口
里
口
口
口

(上
欠
)
三
百

移
至

(下
欠
)

(上
欠
)
千
二
百
四
給

(下
欠
)

(上
欠
)
百
五
十
六
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